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I 序章

本研究の目的は、保健師が子どもを虐待する母親に対してどのような支援を行っている

かという保健師の経験知を集約し、今後の支援方法の構築に貢献することである。

ここでは、児童虐待問題への取り組みの変遷と現状、児童虐待防止活動における保健師

の役割及び本研究の意義について述べる。

1. 児童虐待問題への取 り組みの変遷 と現状

児童虐待 (以下虐待 とする) は、欧米では1960年 代の初めに米国の小児科医Kempe (1962)

が 『打撲児症候群 The Battered Child Syndrome』 として報告 して以降、社会的関心が高

ま り、医学的な見地や社会問題への対応 といった幅広い観点か ら数多 くの研究 が進め られ

て きた。それ らの研究か ら英国では、親 とのパ ー トナーシップを基本理念 とし、複数の保

健 ・医療 ・福祉等 の関係機関や専門職 による子 ども ・家族への支援が行われている (イギ

リス保健省, 2002)。 米国では専門職 に義務化 された発見 ・通告制度 の徹底 と司法機関の介

入を前提 とし、虐待者 と被虐待児の調整、家庭環境の修復 にむけてのサポー ト体制が整え

られている (萩原, 1998)。 しか し、欧米に比べわが国での虐待 問題への取 り組 みは遅れ、

先駆的な研究や報告 (池 田, 1979; 神 田, 1980) は、1970年 代後半か ら行われ ていたが、

虐待 の存在が専門職のなかで認識 され始め、虐待防止活動が行われ るようにな ってきたの

は1990年 代初 めか らである。その後1990年 代半ば以降、各 自治体 におけるネッ トワー ク

づ く りが積極的に行われるようになってきた。それ らを反映 しているのは、厚生労働省が

公表 している1990年 か ら始め られた全国児童相談所 にお ける虐待 に関する相談処理件数

調査である。1990年 の1101件 か ら2001年 の23274件 と20倍 以上に急増 して いる。 これ

は、育児 を取 り巻 く社会環境の変化 による虐待の実数の増加だけでな く、虐待 問題 を社会

が認識 し始めているとい う社会的発見 という背景がある (イギ リス保健省, 2002)。 さ らに、

2000年 『児童虐待 の防止等 に関す る法律』の制定 により虐待の定義が明確にされ、虐待 さ

れた子 どもの保護 に関する施策が推 し進め られる基盤がで きた ことも大 きな要 因になって

いる。しか し、平成12年 度 に実施 された全国の虐待への支援を行 う関係機関へ の実態調査

によ る虐待の1年 間の発生推計件数は、約35000人 、0-17歳 の児童人口千人 に1.45人 と

され るが、全国で発生率は1.35人 か ら0.44人 と分散 している。 これは、虐待問題 に対 し

て社会的関心は高まってきているが、まだ多 くの虐待 を受 けている子 どもたちが発見され
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ていない可能性が ある ことを示唆 して いる (小林, 2002)。 子 ども虐待ネ ットワーク ・あい

ち (2000) が ま とめた 「防げなかった死 虐待データブック2001」 は、1995年 か ら1999

年 までの全国 の虐待で死亡 した事件 のデータを分析 し、多 くの子 どもたちが、どこの相談

機関 とも結びつかず死亡 していた という事実 を示 している。

また、虐待 問題 には様々な困難が伴 う。一つは児童相談所の相談件数が示 している虐待

者 に占める実母 ・実父の割合の高さであ り、「血のつながった親子で虐待がお こる」とい う

事実である (信 田, 2001 p5)。 社会的価値観の拠 り所 とされてきた母性愛の危 うさを現す

ものであ り、それ は虐待の存在 自体 を認 め難 くしてきた。さ らに、虐待は、その現象 自体

の深刻さだけでな く、親の心理 ・社会的要因、経済的要因、伝統的育児観などの複雑 な背

景があ り、問題 にかかわろうとす る多 くの専門職 を戸惑わせる。実際 に援助を始めて いく

と、専門職は今 までの援助のなかでは体験 した ことがない拒否、抵抗、否定、怒 り、罪悪

感、不安 、絶望、恐怖 などの危機的状況 を体験する (Jones, 1995; イギ リス保健省, 2002)。

研究者 自身が保健師 として保健所に在職 していた とき、ネグ レク トによ り死亡 に至 って し

まったケースがあ った。乳児初期か ら担 当保健師の家庭訪問に拒否的であ り、かかわ りを

持つ ことが難 しい母親で あった。援助 を拒否 され るということは、 これ までの保健 ・医療

のなかではあま り体験 して こなかった ことであり、担 当保健師のかかわ りのまず さに対す

るネガティブな反応が根強 く、周囲か ら支援 に対する理解が得 られ にくかった。一方、担

当保健師は、子 どもが命の危険に晒されているかもしれないという焦燥感のなかで、一人

孤立 して しまう状況があった。その後、虐待問題への取 り組みが進んで くるなかで、親 と

のかかわ りは困難性 を伴 うことが、関係機関や専門職のなかで認識さるよ うになって きつ

つあるが、このよ うな問題は一朝一夕に解決にいたるものではなく、親の拒否的な反応 と

子 どもの命を守 るという葛藤 のなかで試行錯誤が繰 り返されている現状がある。

2. 虐待防止活動 における保健師の役割 と本研究の重要性

虐待問題への支援 は、当初、虐待を受 け悲惨な状況にある子 どもたちをどう救出 し、そ

の後、子 どもたちが正常 な成長 ・発達 を獲得できるように援助 してい くことに焦点があて

られていた。 しか し、虐待の発生機序 についての研究が進むなかで、子 どもだけを支援 し

て も虐待 の存在そ のものがな くなるわ けではな く、一旦施設に分離 した子 どもを家庭に戻

した ときの虐待 の再発や死亡率の高さが指摘され るようになった (大阪児童虐待研究 会,

1993; Jones, 1995; 小池, 1995)。 虐待問題への対応において苦い経験が繰 り返されるな
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かで、支援の対象 を子 どもだけでなく、親 ・家族 に拡大 して いくことの重要性が言われて

いる (イギ リス保健省, 2002)。 欧米 に比べて、各 自治体にお いて予防的観点 を重視 した母

子保健施策の取 り組みがお こなわれているわが国は、母子保健事業 の中 に虐待防止活動 を

位置づけ、援助 を必要 としている全ての子 ども ・家族 を支援 しやす い状況にある。

虐待 を予防的観点か ら支援 していくために、 中心的役割 を担 う存在 として注 目されて い

るのが保健師である。2000年 の 『児童虐待防止等 に関する法律』において保健師は、児童

虐待の早期発見の立場にある と明確 に位置づけ られて以降、『健やか親子21』 や2002年 厚

生労働省 の 『地域保健における児童虐待防止対策 の取組の推進 について』において も、早

期発見、在宅支援 における再発予防のための継続観察、介入が可能な職種であるとされて

いる。保健所 ・保健セ ンターにおいて虐待防止対策を母子保健の主要事業 と位置づけ、積

極的に発見、予防活動を展開 していくことが期待 されている。 このような保健師への期待

に応えていくためには、まず虐待の早期発見 と援助の方法 と技術 を確立することが求 め ら

れている。大阪府 において1988年 に実施 された保健 ・医療 ・福祉機関 による被虐待児への

対応 に関する調査やその後の一連の調査 において、虐待 による死亡率の減少が報告 されて

いる (大阪児童虐待調査研究会, 1989; 小林, 2000)。 その一つの要 因として、地域で虐待

防止活動 を担 う保健師の虐待 に対する認識 の変化や深ま り、家庭訪 問における個別的支援

が上げ られている。また、保健師への質問紙調査において、子 どもや親への援助方法、内

容が明 らかにされている (小林 ら, 1994; 小林 ら, 1995; 大阪府保健衛生問題研究会, 1997;

山田ら, 2002)。 今後保健師の支援を効果的 に展開 し、虐待防止活動の進展 に寄与 してい く

ためには、保健師が個々のケースの状況 に合わせて実践 している活動 を浮かび上が らせる

ことが必要である。

また、虐待への対応においては児童相談所や医療機関などの関係機関 との連携が不可欠

である。その連携 が実質的で効果的に行われるためには、各専門職の役割や責任 について

の共通認識が必要である。現状では関係機関の保健師 に対する認識は、家庭訪問ができる

職種であるということであ り、何をしているか についての理解 が十分 とは言い難い。その

結果、児童相談所 に虐待の通報があったとき、保健師は子 どもの保護チームの一員 として、

家庭の中で子 どもへの虐待が起 こるのを家庭訪 問によ り監視す る役割 を担わ され ることが

ある。保健師 自身に監視的役割の認識はなか った としても、母親や家族はそれを敏感に察

知 し、保健師が来 ることを拒否 し、保健師や専門職 の前か ら突然姿を消 してしまうことが

ある。それは子 どもや家族の救出を難 しくす る。本研究により、保健師 の虐待防止活動に

3



おける親への支援内容が明確 にされることは、関係機関の有機的連携につなが り、子 ども

と家族 を支える専門職 同士がお互いに支え合 い、虐待問題の対応において専門職が体験す

る拒否、抵抗、絶望な どの危機的状況を ともにの りきっていくことにもつながると考 える。
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II 文献検討

虐待に関する研究のなかで、子 どもと家族への支援に関する文献に焦点をあて、虐待へ

の支援の方向性、看護職の虐待への支援、地域母子保健活動における保健師の実践能力に

関する文献について検討し、最後に研究課題を述べる。

1. 虐待問題 に対す る支援の方向性

1) 子 どもの保護か ら児童虐待防止活動へ

虐待 という現象は、歴史的 にみていくと明確 に定義す ることは難 しい。 ある時代、ある

制度のもとでは容認 され、戦争、飢謹、貧困等の犠牲者はいつも子どもで あ り、『貧困社会

型虐待』と呼ばれていた (池 田, 1979, p.13)。 しかし、それが 『虐待』として意識化 され、

名前がつけられ (斉藤, 1994, p.13)、 法律 (児童虐待の防止等に関す る法律) が制定 され

た。法律では、虐待 について定義 されている ((1) 児童の身体 に外傷が生 じ、または生じる

おそれのある暴行 を加える-身 体的虐待、(2) 児童にわ いせ つな行為 をす る又は児童をして

わ いせつな行為 をさせ る-性 的虐待、(3) 児童の心身の正常な発達を妨げ るよ うな著 しい減

食又は長時間の放置、その他の保護者 としての監護を著 しく怠 る-ネ グ レク ト、(4) 児童 に

著 しい心理的外傷 を与える言動 を行 う-心 理的虐待)。 その結果、虐待は、子 どもの命を守

り、成長発達 を保障し、家族への支援 を必要 とす る問題 として認識 されるようになってき

た。

虐待 は、米国の小児科医Kempe (1962) が 『打撲児症候群 The Battered Child Syndrome』

として医学的に報告 したのが始 まりとされ る。Kempe (1978) はまた、そのよ うな疾患 を発

見 した時 の小児科医の役割 についても述べている。そのなかで、子 どもに外傷があ り、栄

養失調や不衛生の状態がみ られる場合は、単に外傷 な ど表面的な治療だ けでな く、親 を含

めた家庭環境の改善、児童保護の観点か らの対応が必要である、また、家族 という密室の

なかで生 じている現象であ り、治療の成功のためには繊細な対処が必要で あると述べてい

る。子 どもの治療や保護だけでな く家族への対応 も重要視 している。 この ことは、虐待の

背景要 因の複雑さについての認識が虐待の援助の進展のなかで深 まってきて いることを示

している。 しか し、虐待が支援の必要な問題 として登場 してきた当初、視点が注がれたの

は、当然 のことなが ら虐待 を受 けている子 どもの保護であった。

英国においては、Maria Cowell事 件を契機 として虐待の問題に対 して一般市民の全国的
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な行動がお こり、政策 の変更が もた らされる。さらに この事件の調査報告書以降、家庭 で

死亡 した子 どもに関す る事例が継続的に検討 され、専 門職 の判断や実践の誤 り、不適切 な

連携な どが指摘 されるようにな る。また、虐待の危機 にある子 どもへの保護やサー ビスを

促進、改善することを 目的に、児童虐待登録 システムがつ くられた (Jones, 1995)。 この

ような経過のなかで虐待は医学だけでな く、保健、福祉 、教育な どの領域で連携 して取 り

組む必要がある問題であることが認識されてくる。 また、対応においては、子 どもの保護

を優先 したプ ログ ラムが検討され るよ うになる。しか し、子 どもを保護す ることで、子 ど

もの安全 は保障され、虐待は一見終結 したかにみえるが、一旦分離した子 どもを施設や里

親のもとか ら親 のもとに戻した とき、子 どもは再び虐待 され、死 に至 る場合 もまれではな

く、再発率の高 さが指摘 され るよ うになる。1969年 のNSPCC (the National Society for the

Prevention of Cruelty to Children) の資料では、60%の ケースに再発があった とされて

いる (Jones, 1995)。 多 くの要因が複雑 に絡み合ってお こる虐待は、一般 の疾病のように

子 どもを分離 し、子 どもの外傷 の治療 を行い、親の元 に返すだけでは防止できない。 しか

し、 この ことは、虐待 の加害者である親への支援がほとん ど行われていなか った状況 の中

では当然 といえる。また、児童虐待 の背景 には貧困層やマイノリテ ィとの関連があること

も否定できない。経済的問題は生活上のス トレスをもた らし、児童虐待 を引き起 こす要因

にな りやすい (松原 ら, 2000)。 このような複雑な背景 をもつ児童虐待 という問題 に対 して、

子 どもの保護だけとい う対応では限界があることは一 目瞭然である。 こうした経過のなか

で、虐待 を防止す る (予 防する) とい う考え方が必要 とな り、さまざまな虐待予防プ ログ

ラムが模索 され、実施 されて きている。我が国 においては、松井 (2001a; 2001b) が、 「虐

待の進行 と予防」として1次 予防 (ハイ リスク家庭の把握 と援助、健全育成の確認)、2次

予防 (早期発見)、3次 予防 (再発防止) の考え方 を示 して いる。また、2001年 に出 され

た 『健やか親子21』 で も虐待の問題が取 り上げ られ、母子保健における重要な課題 とし

て位置づけ られている。 このように、虐待問題への取 り組みは、わが国 においても一見一

般化 されてきつつあ るようにみ える。 しか し、虐待の背景 にある親、子 ども、家族 ・地域

要因の難 しさか ら、成果 の見える援助にな りにくく、児童相談所での児童虐待の相談件数

は調査 の 度毎に増加 し続 けている。

2) 家庭訪問活動の有効性

虐待問題の支援にはまだ困難性があるが、虐待防止活動において近年注目を集めている
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のが、妊娠中か ら乳幼児早期にお ける家庭訪問サービスである (Oldsら, 1986a; 1986b)。

家庭訪問については、小林 ら (1995) が、大阪府保健師に行 った調査か らも、最 も有効な

方法であると述べている。米国で も家庭訪問は注 目され、その効果が検討されている (Wasik,

1994; Oldsら, 1986a; Oldsら, 1986b; Oldsら, 1993; Oldsら, 1999)。Wasik (1994) の

研究では、ソーシャル ワーカーが実施す る家庭訪問が主に検討され、家庭訪問 において親

の対処能 力、ペア レンテ ィング技術の育成な どがお こなわれて いる。Oldら (1986a; 1986b;

1993; 1999) は、看護師による家庭訪問の有効性について検討 している。彼 らは、妊娠中

か ら子 どもが2歳 になるまでの家庭訪問プ ログラムを実施 し、コン トロール群の結果 と子

どもの成長プ ロセスごとに、20年 間にわたって比較 し、検討 して いる。このなかでは家庭

訪問が実施された群 における妊娠中の経過の良好さ、虐待 による と思われる外傷や事故の

発生率の減 少、母親 自身のライフコースの安定性などがみ られる ことが示されている。虐

待が発生する前か ら母親に行 うことができる働 きかけとして家庭訪問に大きな期待が寄せ

られている (Guterman, 2000)。 また、MacLeadら (2000) は、56の 家庭訪問プ ログラムの

メタ分析 を行 い、家庭訪問は虐待の予防に有効であると述べている。 また、最近のプログ

ラムでは親教育に関す るものも取 り上げ られ、虐待に対す る取 り組みは、子 どもの保護か

ら親への対応を視野に入れた虐待防止活動 を中心 とした ものに移行 してきているといえる。

2. 看護職 の虐待問題に対す る支援

1) ヘルス ビジターの活動

看護職が虐待 に対 して どのよ うな対応 を行っているかは、英 国のヘルス ビジター (health

visitor) の活動 に示 されている。ヘルス ビジターは、登録看護師で あり、1年 間の トレー

ニ ングを受けた後、子 どもの健康 と発達の全般にかかわ り、生後10数 日以内にすべての家

庭 を訪問す る法的責任がある。主な就業先は一般医 (general practitioner) な どで あ り、

健康な乳児の クリニ ックの運営や家庭訪問を定期的に行っている。そのためペア レンテ ィ

ングに問題の あるケースを見極めるのに重要な役割 を担っている (Browne,1995)。 このよ

うな活動 は我が国の新生児家庭訪問や乳幼児健診な どを行 う保健師の母子保健活動 とよく

似ている。 しか し、英国において も当初か らヘルス ビジターが虐待 の予防に寄与できると

い う視点があったわけではない。虐待への認識が高 まって くるなかで、援助の視点の変換

が行われて くるようになる (Johnson, 1985; Baker, 1990; Bakerら, 1991)。 これは、

ヘルスビジターの活動が親の強さに焦点 をあて、 自立を促す ことが強調されていたか らで
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はないか と考 えられる (Browne, 1995)。 しか し、ヘルス ビジターが虐待の支援 に責任を持

って対応す る ことが必要である ことは認識 されつつあった (Tayloyら, 1987; Brome,

1989)。 英国 における1991年 のデータでは、ヘルスビジターの90%は1人 以上の虐待のケ

ースをもち、70%以 上は5ケ ース以上 にかかわ っている (Gilardi, 1991)。 これは、上野 ら

(1997) が大阪府下の保健師を対象に行った調査 と大きな違いがある。虐待に対す るヘル

ス ビジターの意識 の高 さを示す ものである。 このように虐待への支援がヘルスビジター に

浸透 してい くなかで、早期に支援が必要な家族 を見いだす ことが最 も重要であ り、そのた

めのチェック リス トやガイ ドライ ンな どが作成、検討 されるようにな る。そ して、継続支

援 の必要な家族の見極めや実践活動 に関す る様 々な問題が提起 されるよ うにな ってきた

(Wheeler, 1992)。

2) 脆弱性をもつ対象者 の見極め と支援

虐待問題 にかかわ るということは、支援が必要な家族の見極めにかか っているといって

も過言ではない。小林 ら (1995) は、保健師 の家庭訪問が必要 な人たちを 『自ら訴えるこ

ともなく、相談 にい くこともできない母親』 と述べて いるが、同様な状況 に英国のヘルス

ビジター も直面 している (Appleton, 1995)。 すなわち自尊感情 が低 く、サポー トがなく社

会 的 に孤 立 して い る家 族 が対 象 とな っ て い る ことで あ る。Appletonは 脆 弱 な家 族

(vulnerable families) の見極めにつ いて研究 を行 っている (Appleton, 1994a; 1994b)。

この研究 における脆弱性 (vulnerable) という概念は貴重な示唆 を与えて くれる。ヘルス

ビジターは、 どうしてその家族 を支援 しよ うとしているのか、なぜ支援する必要があると

感 じるのかとい う点は、非常に曖昧で あ り、そのような家族への支援を明確に示す ことは

難 しい。そのため、曖昧 さへの支援の必要性 を強調できず 、最 も脆弱性 のある人々に対す

る家庭訪 問 という活動が減少してい くという危機にさらされて いる (Appleton, 1996)。

Appletonの 研究 において明 らかにされた脆弱性 の概念は、他機関 (福祉サービス機関等)

か らも虐待 と認知 され、児童保護登録 もされ、援助 を関係機関と共有化できる前の状態で

あ り、グ レイゾー ン (nebulous gray area) とされている (Appleton, 1996)。 これは、わ

が国の保健師が児童相談所 との連携にお いて両者の虐待の重症度 の認識が異な り、連携が

困難 であると感 じている思いと同様である。 しか し、これ らの家族はヘルスビジターに大

きなス トレスと関心 をもたせる。グ レイゾー ンにある虐待は、視覚的に認識 しやすい身体

的虐待は少な く、よ り見極めに専門的判 断が必要 とされ る心理的虐待やネグレク トを含む
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ことが多い。Appletonの 示 した脆弱性の概念は、保健師が直面 している虐待の対象の捉え

にくさの問題 を示 しているといえる。 これ らの対象に対す るヘルス ビジターの役割 は、ケ

アを必要 としている子 どもたちを見極め、その家族のス トレス を軽減 し、その家族のペア

レンテ ィング を支援 してい くことである とされている (Appleton, 1996)。 そのための援助

として、ヘルス ビジターへの面接調査か ら、脆弱性の見極め、親へ のサポー ト、適切な機

関への紹介、消極的なモニターの役割な どが導 き出されている。 このよ うな役割を果たす

ためにヘルス ビジターは時間をかけて、脆弱性のある家族への支援 を行って いるが、その

必要性、重要性が理解 されに くいとジ レンマ も感 じている (Weirら, 1988)。 また、他の

機 関に紹介 して も、脆弱性が位置づけ られているところが虐待 の一歩手前 (虐待ではない

とい う認識) であるため、適切 に紹介できる社会資源の乏しさがある ことも述べ られてい

る。以上に述べた脆 弱な家族の見極めの困難さ、他職種 との連携の難 しさ、支援できる適

切な社会資源 の乏 しさな どは、虐待防止活動における現状 の限界 を物語 っている。

3) チェック リス トの有用性 と限界

次 に、早期に支援が必要な家族 を見いだすために作成 されているチ ェック リス トにつ い

て考 えてみる。現在我が国においても、虐待 に関わる関係機関で虐待 の重症度 に関して一

致 した認識が もてるよ うに リスクアセスメン トの整備が進め られている (小林 ら, 1999;

加藤, 2001)。 英国 にお いて もヘルス ビジターによる虐待 の見極めの重要性が認識 され、ガ

イ ドラインが開発 され、実践への適用が行われている。しか し、ヘルス ビジターの多 くは、

そ れ らを活用 して クライエ ン トの脆 弱性 を判 断す る ことは困難 として いる (Appleton,

1995)。 家族メ ンバー との相互作用や家庭環境、社会的状況 などは、チ ェックリス トでは把

握 しにくい。

また家庭訪 問が減少 しつつあるなかで、ヘルスビジターの訪問も米 国のよ うにターゲ ッ

トグループを対象 にした ものに変わってい くのでないかとい うことが危惧 され、クライエ

ン トへの訪問 の優先順位 の問題 も議論 されている (Williams, 1997)。 ヘルスビジターは、

す べての家庭 に関わるなかで、彼 らが働 く文脈 (家族がおかれている環境要因) のなかで

脆 弱性 をアセ スメン トしている。そのため、対象者の状況は簡単にチェック リス トやガイ

ドラインとして一般化で きるものではなく、家庭がおかれている状況 にあわせたフレキシ

ブルな対応を行 ってい くことが重要である。従 って、ヘルス ビジターの活動 には、優先順

位やチ ェック リス トといった考え方は非常にな じみにくいものである。

9



このよ うに英国 におけるヘルス ビジターによる虐待へ の支援 は、支援 を必要 としている

対象の曖昧 さか ら政策化され にくいものである。 しか し研究 の積み重ねによ り、ヘルスビ

ジターが関わる対象の脆弱性の概念が明 らかにされつつあ り、今後具体 的な実践活動につ

いての検討が行われることが期待 されている。

4) ネグ レク トへの対応

英国と同 じく虐待への取 り組 みが早 くか ら進め られている米国の母子保健活動は、若年

妊娠 ・出産や人種的なマイ ノリティというターゲ ッ トグループに対 して行われることが多

く、そ こで虐待の問題 も取 り上げ られている (Caldwellら, 1988)。 また、英国で問題に

された脆弱性 とい う概念に対する関心 よ りも、虐待のなかで も、表面的に認識されにくい

ネグ レク トや心理的虐待への捉え方を示す ことで、保健師活動 の重要性が述 べ られている。

ネグ レク トは身体的虐待 に比べて一般 的に認識 され に くい問題で ある (Helfer, 1990;

Cowen, 1999)。 この ことは、英国のAyre (1998) も指摘 し、ネグ レク トによる子 どもの死

が存在す るということをもっと深刻 に受 け止める必要があると述べている。米国の統計に

よれば、現在最 も多い虐待のタイプはネグレク トとされている (Paulk, 1999)。 我が国に

おいて も保健師が援助 した虐待事例のなかで最 も多かったのはネグ レク トで あった (大阪

児童虐待調査研究会, 1989)。 ネグ レク トは貧困な どの経済文化的要 因とも密接な関連があ

り、地域で活動 している保健師が遭遇す ることが多 い。そ のための支援 として、子 どもの

サポー ト以前 の親の生活 のサポー ト、生活の基本的側面へ の支援 を重視 し、伝統的な官僚

的サ ポー トではな く、柔軟な対応、親への尊重 と信頼な どが必要 といわれている (Cowen,

1999)。

ネグ レク トのなかで保健師が最もよ く出会 うのは、子 どもの体重増加不 良である。体重

増加不良は子 どもの器質的問題 を反映する場合 も多 く、そ の判断は難 しいが、NOFTT (non

organic failure to thrive) には重大な虐待の問題が潜 んでいる ことが多 く、単に栄養的

指導 だ けで終 わ って しま うと虐待 を見逃す ことに もな りかね ない (Wrightら, 1996;

Wooster, 1999; 上野 ら, 2000)。 体重増加不良 と母親 との関係、子 どもの気質、環境的要

因な どについての研究 も行われている (Sullivan, 1991)。 養育者 と子 どもとの関係の難 し

さが この体重増加不良 に影響 を及ぼ して いることも多い。母親は子 どものケアにス トレス

を感 じ、子 どもの非言語 的な要求 に対応できないで いる (Humphryら, 1991)。 環境的な要

因を見極めるために、健診等で親が語 る内容だけでな く、保健師が食事の時間に家庭訪問
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し、状 況 を観 察 した り、食 事 に関 す るチ ェック リス トを開発 した り して 、親 が語 って いな

か っ た り、親 が 気 づ いて い な い 問 題 を明 らか に しよ う と して い る (MacPheeら, 1996;

Reifsnider, 1996)。

5) 母親 へのグループ支援の重要性

虐待問題が生 じる家族の掴みに くさ、支援効果の不透明さはあるものの、それ らの対象

への関わ りの必要性 を保健師は感 じ、個別的で緻密な支援が展開されている。虐待 防止の

もう一 つの方法 としては、親へのグループ支援がある。親教育の重要性 が指摘 され、親の

態度の変化は虐待の予防に効果的であるとされているが、個別的な支援による親の変化 に

は限界がある (広岡, 2001)。 母親をグループにした関わ りによ り母親 の内面的な変化が期

待されている。(Angeliら, 1994; Cowen, 2001)。 しか し、短期的な変化はあって も長期

的な子 どもとの関係改善 について明 らかにされているとはいえない。我が国で も母親への

グループの支援が様々な形で始め られている (広 岡, 2001; 冨家, 2001)。 今後 これ らのグ

ループ活動に参加 した母親 と子 どもの変化を継続的にみていく研究が積み重ね られてい く

ことが必要であろう。

3. 地域母子保健活動 にお ける保健師 の実践能力

1) 家庭訪問のプ ロセスに関する研究

看護職 による家庭訪問の有効性 が強調 されるようになってきて以来 、母子 に対す る家庭

訪問の研究 も様々な角度か ら行われて いる。Byrd (1997a) は、1960年 代か ら行われてき

た母子 の家庭訪問をレビュー し、1986年 以降の論文 における家庭訪問の成果について述べ

ている。ここでは、Oldsら (1986a; 1986b) の研究が中心 に取 り上げ られ、母親への成果、

子 どもへ の成果、母子関係の状況、環境要因の改善な どとの関連が検討 されている。Olds

らの研究結果か らも明 らかなように、妊娠 中か らの家庭訪問は、母親、子 どものそれぞれ

に対 して有効であることが示されている。 しか し、これ らの研究で取 り組 まれた家庭訪問

は研究 のため にプ ログ ラム化された ものであり、実際に行われている保健師の活動 の成果

ではない。今後保健師の実践活動 における家庭訪問の有効性が評価 されてい くことが必要

である。Byrd自 身がお こなった家庭訪問のプロセスを明 らかにする研究では、まず過去 の

訪問に関す る文献 をレビュー し、家庭訪問のプロセスをcontacting phase, entry phase,

terminating phaseに 分類 した概念分析を行 っている (Byrd, 1995a)。 このなかではLuker
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ら (1990) の研究で も強調されているentry phaseで は、単 にクライエン トの家 に入る こ

とだけでなく、クライエ ン トの生活状況 にまで踏み込む ことであるとい う考え方 を示 して

いる。 さらに、保健師 の訪問 にはvoluntaryとrequiredの 二通 りのものがあるとし、そ

れぞれの家庭訪問プロセスを比較 したもの を図式化 している (Byrd, 1995b)。 このなかで

最 もリスクのあるクライエ ン トへの家庭訪問は、他機関か ら要求 されるもの (required) で

あ り、最も難 しい ことが示されている。家庭訪問では関係性 が重視 され るため特に この入

り口の関わ りが重要である (Kristjansonら, 1991)。Byrdは これ らの文献検討 をもとに、

一人の保健師の家庭訪問を8か 月間にわたって観察、 面接による研究 を行い、 訪問のプ ロ

セスについて述べている (Byrd, 1997b; 1998; 1999)。 それ らにはクライエン トと訪問ス

ケ ジュールを調整す る、家に入 る、ケアの判断をする、訪 問を終えるとい う内容が ある。

これ らは、保健師が何気な く行 っている家庭訪問のプ ロセスを示す もの として有効 である。

2) 熟練保健師の実践能力に関す る質的研究

Hamiltonら (1988) が熟練 した保健師 の話を引き出す ことが重要であるということを示

して以降、地域 にお ける保健師 の活動 に対 す る質 的研 究へ の関心 が高 まってきて いる。

(McNaughton, 2000)。

Zerwekh (1991; 1992a; 1992b) は30人 の熟練保健師への面接調査を行っている。その

結果 、保健師の実践能 力につ いて、家族 を見つける、信頼関係 を構築す る、強さを育む を

示 して いる。また、Kitzman H. ら (1997a) は、Oldsら (1986a; 1986b)の 研究プ ログラ

ムに参加 した看護師を対象に行 った研究 において、彼 らが どのよ うに地域で活動できるよ

うにようになってい くかを示 した (Hanksら, 1999)。Kitzmanら (1997b) は、研究 の家庭

訪問による支援の成果 とは別 に、看護師たちが果たした役割 として、潜在的な危険性 (危

険な地域に出向くことに対す る) への対処、総合的な看護ケア 特 にソー シャルサー ビス

を提供するスキル、個人だけでなくグループへの対応、効率的な活動のために組織的 に文

化や規則を構築する職務などが示 されて いる。 これ らは今 までの保健師活動のなかで 当然

と考 えられ、積極的に言語化 されて こなか った内容であるが、地域看護以外の領域で働い

ていた看護師が地域で活動 を行 った ときに捉 えた内容 として新鮮である。

また、Reutterら (1997) は、クライエン トの能力に焦点 をあてて、 クライエン トの能

力向上のために保健師が とる方法、クライエン トとの関係の取 り方 につ いて述べている。

クライエ ントとの関係性は、専門職か らの一方的なものではな く、 クライエン トとのパー
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トナーシップ を基 に行われることが示され 、関係性 の重視が強調されている。

さらにSmithbattleら (1997) は家庭訪問を理論化 していくために、 日々の実践 におい

て認識され にくい保健師の専門性 について検討 し、自己 を反応的 に使 うことをあげて いる。

このなかで保健師は脆 弱性のある集団 に特 に対応 していること、保健師の対応はステ レオ

タイプではな く、 クライエン トの差異 を尊重 している こと、社会の底辺にいる人々に向け

た行動 をお こし、官僚的な規制 に異議を申 し立て、政策 を変更 に導 く活動 を展開 している

ことを示 して いる。一般的に見えにくく、理解されに くい保健師の活動 を言語化 してい く

ことの意義は大きい。我が国 において も、萱間 (1999) の精神分裂病者 に対す る訪問ケア

技術 についての研究や宮崎 (1995) の保健師の判断能力に関する研究などのように、保健

師の実践能力に焦点 をあてた研究が行われ るようにな ってきている。母子保健に関する領

域 のものとしては、健診場面での保健師の判断に関する研究が行われている (吉田, 2000)。

虐待防止活動に焦点 をあてた研究では、山田 ら (2002) が保健師の支援に関する実態調査

を行っているが、虐 待問題を もつ母親 ・家族への支援 における保健師の実践能力に焦点 を

あてた研究はまだみ られない。

4. 研究課題

虐待 への支援 の方向が、子 どもの保護か ら虐待防止 に向けた子 ども ・家族への対応 と変

化 しているが、虐 待防止先進国である英 国や米国においても虐待の数は減少 していない。

現在、この領域 において成果が期待 されている活動は、看護職 の家庭訪 問である。家庭訪

問 を受 けた母親への効果は研究によ り確認 されてきた。 しか し、保健師が家庭訪問におい

て母親の もつ多様 な問題や子 どもの育児に関する問題 にどう対応 しているのかという保健

師の経験や実践が明確 にされているとはいえない。保健師は、子 どもや母親の家庭、地域

のさまざ まな場所 や空間でかれ らの状況 に合わせた支援を行う。また、対象である母親の

一面的 に捉 えきれない生育歴 ・生活歴の複雑な個別性 を尊重し、母親 との相互作用のなか

で支援 を進めてい く。それ らの保健師の実践活動 を詳細に記述 し、分析する ことによ り、

彼 らが母親 に行 っている実践のなかか ら特有の支援方法を見い出す ことができると考 える。

本研究は、地域母子保健活動 において虐待 防止に取 り組んでいる保健師を対象 とし、保

健師が母親 にお こなっている支援 に焦点 をあて、グラウンデッ ド ・セオリー ・アプローチ

を用 い、彼 らの実践知 をカテゴ リー として導き出し、母親への支援について明 らかにし、

虐待防止 の実践活動 に応用できる支援方法の構築を目指す。
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III 研 究 方 法

1. グ ラウ ンデ ッ ド ・セ オ リー ・ア プ ローチ を用 い る理 論 的根 拠

本研究は、保健師が虐待問題 をもつ母親に対 して どのよ うな支援 をお こな っているか と

いう保健師の経験における実践知―身 体 に根ざ した知性 によって、何か をす るのに、いか

にかかわれば いいかがわかって いること (ベナー&ル ーベル, 1999, p450)―を 導 き出す

ことである。保健師の実践 とは、母親に一方的、機械的 に働きかけて行った結果ではな く、

母親の状況をみて知覚 し、必要 と判断 し、行 った複雑でダイナ ミックな支援である。 この

支援において保健師は、一人一人の母親 とかかわる時、場や空間に意味をおき、支援 に必

然性を持たせ る。また、かかわ りは、画一的な ものではな く母親 の個 々の状況 に合わせ、

相互作用を持ちなが ら進めてい く。 このよ うな保健師が母親に行 っている実践 は、一義的

で単純な因果関係で表せるものではなく、従来の科学の知 に基づ いた普遍的、論理的、客

観的な方法で説明して いくことは難しい。そのため、中村 (1992; 1999) が臨床の知の構

造原理 としてあげているコスモロジー (場所や空間の一つ一つが有機的な秩序 をもち意 味

をもった領界 と見なす立場)、 シンボ リズム (物事 をさまざ まな側面か ら一義的 にではな く

多義的に捉え、表す立場)、パ フォーマンス (身体 を持つ主体 として他者か らの働 きかけを

受 けつつ、他者 に働 きかける こと) に着 目した立場で、一義的 には表せな い保健師の実践

を明 らか にしていくことができる と考 える。 このよ うな保健師の実践は、象徴 的相互作用

論 の 『人間は、ものごとが 自分 に対 して もつ意味にのっとって、その ものごとに対 して行

為す る、ものご との意味は社会的相互作用か ら導 き出され、発生する、このよ うな意味は、

個人が自分の出会 ったものごとに対処するなかでその個人がもちいる解釈の過程 によって

扱われた り、修正された りす る』(ブ ルーマー, 1997) という前提に通 じる。そのため、保

健師の母親へ の支援 という実践のなかに存在す る事実 を引き出 し、それ らを解釈 していく

方法論として、象徴的相互作用論 を理論的前提 とす る。

グラウンデ ッ ド・セオ リー ・アプローチ は象徴的相互作用論の人間行動や人間同士のま

じわ りの見方 を応用 した研究方法であ り (チ ェニ ッツ&ス ワンソン, 1992)、 データか ら考

えを発展させ理論 を生成す る研究方法である (木下, 2000, p43)。 本研究は、保健師が母

親 に対 して、能動的、主体的 にかかわ り、母親か らの働きかけを受けとめるという相互作

用のなかで行 っている実践のデー タを記述 し、帰納的に分析 し、導き出された支援 内容 を

系統 的に整理することによ り、虐待問題を持つ母親への支援方法の構築 を目指すため、グ
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ラウンデ ッ ド ・セオ リー ・アプローチ を用 いた。グラウンデ ッド ・セオ リー ・アプローチ

は、複雑な状況下で人間 の行動や未解決の社会問題 を概念 として示す場合に特 に有効であ

る (チェニ ッツ&ス ワンソン, 1992)。 虐待問題は、子 どもの保護 と家族への支援 を分離 し

て考えることが難 しく、社会的取 り組みも始 まったば か りであ り、明 らかにされて いない

要素 も多 い。そのため虐待 問題の支援 につ いて、グ ラウンデ ッ ド ・セオリー ・アプ ローチ

を用いて探究 していくことが適切 であると考 える。

2. 調査 時 期

調査 は1998年4月 か ら2001年11月 にか けて行 った。

3. データ収集

1) 研究協力者及び選定方法

本研究では、研究協 力者 (以下対象者 とす る) を行政機関で働 く保健師のなかでとくに

虐待への関わ りを主に行 っている保健所保健師 に絞 った。本研究 を開始す る1年 前 (1997

年) か ら母子保健法が市町村主体で施行 され、市町村保健師が虐待への支援を行ってい く

体制づ くりが始 まっている。 しかし、現状は保健所保健師の方が市町村保健師 に比べ、母

子保健活動へ の取 り組みの歴史が古 く、虐待 のケースは保健所保健師が担当す ることが多

い。そのためA府 保健所保健師の中か ら虐待 について一定の知識 を持ち、保健師 としての

実践能力を持つ と考え られる対象者を推薦 して もらった。本研究 における実践能力とは、

虐待 問題 をもつ母親の個別性を尊重 し、母親 と相互作用を持ちなが ら支援 を行 っている こ

ととした。

対象者の推薦及び面接依頼は以下のよ うな手順で行 った。

(1) 対象者 の推薦: 保健 師の児童虐待への支援 について詳 しい厚生省心身障害研究分担

研究班 (研究者 もメンバー として所属) のメンバーである保健師、虐待 された子 ど

もへの治療と家族 へのケアを先駆的 に取 り組んで いるA府 母子保健総合医療セ ン

ター地域保健室保健師、A府 において長年母子保健における課題 につ いて 自主的

学習会 を継続 しているB母 子保健研究会 (研究者 も所属) のメンバーである保健

師か ら推薦して もらった。

(2) 対象者への面接依頼: 推薦 された保健師 に研究への協力 と依頼 を電話 と文書で行 い、

同意 を求 め、面接 日時 と面接場所 を設定 した。面接 日時を決定す ることで研究への
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協力を承諾 しても らえた と判断 し、特別 に承諾書 を求めていない。面接 日時が研究

対象者の勤務時間内にあたる場合 は上司へ面接の依頼文書を提出 した (資料1, 2)。

対象者 は22名 であり、すべて女性の保健師であった。対象者の年齢は平均46.2歳 (32

歳-60歳)、 保健師としての経験年数は平均21.6年 (7年-35年) であった (表1)。

2) 面接方法

面接 内容は、研究協力の依頼文書 とともに事前 に対象者へ送付 し、面接前 に再度 内容を

説明 した。面接では、今 まで に支援 した虐待ケースの概要 (子 どもの年齢 、虐待の状況、

援助 の経過、関係機関の関与)、 支援の内容、支援 に対す る保健師の考 え等 を自由に語 って

も らった。対 象者の背景 を理解するために、面接の最後 に対象者の年齢、保健師 としての

経験年数を聞いた。虐待問題をもつケースは複雑な要因 を含 んでいるため、対象者はケー

ス の概要 を語 る ことに重きを置きがちであ り、 自分 自身が行 った支援 については言語化 し

にくい傾向がみ られた。そのため、語 りの雰囲気を崩さないように配慮 しなが ら、支援 を

行 った ときの思 いや判断などについて質 問を追加 した。面接 の場所は、21名 は保健所で、

1名 は研究者が所属する大学の研究室で行 った。保健所 で行 った ことにより、対象者が活

動 している地域状況が把握 しやす く、対象者の語る支援 内容が理解 しやす くなった。面接

内容は、対象者の承諾を得てテープに録音 した。

それぞれの対象者には1時 間半か ら2時 間の面接を行 った。22名 のうち2名 には、分析

の進行 にあわせて追加 して面接を行い、全部で24回 の面接 を行 った。分析をすすめなが ら

22名 への面接 を行 った時点で理論的飽和に達 したと考 え面接を終了 した。また、この数は

同一行政機関 とい うかな り限定された領域か ら対象者を選定 しているため、同質対象選択

(ホ ロウェイ&ウ ィー ラー, 2000) にあたる と考 え、分析 に不十分な数ではな いと判断 し

た。

4. 分析方法

面接データの分析は、グラウンデ ッ ド ・セオ リー ・アプ ローチの継続比較分析 を用 いて

行 った (グ レーザー&ス トラウス 1996)。 分析の手順は、 まずテープに録音された面接内

容 を記録 し、逐語録を作成しデータとした。データのなかで保健師が語った部分 を文章 ま

た は区切 りと考 え られ る内容で分け、文脈等で検討 しなが らコー ドをつけ、各事例 ごとに

詳細な リス トを作成 していった。それ らを保健師 が支援 を行 っている対象 (母親、子 ども、
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家族、関係機 関) で検討 した。そのなかでコー ドが最 も多かった母親 (2519コ ー ド: 1事

例平均115コ ー ド) への支援 に焦点 を絞 り分析 を行った。分析はデータに関す る思考 を要

約 したメモ をと りなが ら進めていった (ス トラウス&コ ー ビン, 1999, p.208)。 メモをとる

ことでデータへの問いかけができ、出来事の関連に気づき、分析の成果 を整理 していくこ

とに役立てる ことができた。分析の事例数を積み重ねていくなかで、保健師は、自ら知覚

した母親の状況 に基づいて支援 を行 っていることが導き出 された。また、支援が うまく進

展 しなかった場合 とうまく進展した場合があ り、それ らを比較する ことで、支援が進展 し

てい くために母親の保健師の受 け入れに関する要因がある こと、支援内容 を拡大 していく

ために保健師は、母親の生活上の変化 に着 目している ことが見出された。そ こで、支援の

進展状況 によ り、支援内容に関する概念 を抽出 し、概念 の特性 で比較、検討 した。さらに、

抽象度を比較 し、階層的に、サブカテゴ リー、カテゴ リーを抽出 した。 さらに新たなデー

タか ら導 き出 したカテゴ リーをすで にあるカテゴ リー と比較 し、整理、統合 していった。

また、抽 出され たカテゴ リー間の関係 を検討 し中核 カテゴ リー を選定した。それ らを各事

例 ごとに比較検討 し、支援の全体構造 を導 き出した。 この全体構造 に再度全事例 を当ては

め、カテゴ リーのネーミング、カテゴ リー とカテゴ リー間 の関係の妥 当性 を確認する作業

を繰 り返 して行 い、改めて全体構造 を検討、修正 した。

5. カテゴ リーの妥 当性 の確認

分析結果の評価 については、まず概念 とデータの対応関係 としての適合性 (fit)、 関連

性 (relevance)、 説明力 (work)、 修正可能性 (modifiability) について見ていく必要が

ある (木下, 1999)。 それは、指導教官 、質的研究者と検討 し、修正 した。

次に評価基準 としては、抽出された理論 と現実の対応関係 をみていくための現実への適

合性 (fitness)、 理解 しやす さ (understanding)、 一般性 (generality)、 コン トロール

(control) が ある (木下, 1999)。 これ らは、面接対象者 を紹介 して くれた研究班 のメンバ

ーで あ り虐待問題への保健師の支援に精通 している研究機関の研究員、 質的研究 を行 って

いる大学教員、面接対象者2名 に分析 か ら抽出 したカテゴ リー、サブカテゴ リー、概念等

の分析内容 と全体構造 を提示 し、確 認、検討 した。また、現実への適合性 (fitness) につ

いて、研究者や面接対象者である保健師 (1名) とともに虐待 の事例研究会 (平成14年 度

5回 開催) に提供 された事例への保健 師の支援 との比較 を検討 し、カテゴ リーに修正を加

えた。
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6. 倫理的配 慮

面接対象者へは、対象者 と個 々のケースのプライバシー を厳守す ることを依頼文書 に記

して面接 の同意 を得た。テープ録音に関 しては対象者 の了承 を得て行い、面接途 中でプ ラ

イバ シーに関する内容が強調される場面でのテープ録音は一時 中断す る配慮を行 った。

またテープか らの逐語録の作成は最初の数ケースは研究者 自身で行 ったが、それ以降は

書 き起 こし者 に依頼 した。そ の際プライバシーの厳守を確認する とともに作成後のテープ、

プロッピーの回収 を確実 に行った。
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IV 結 果

1. 対象者が支援 した虐待ケースの背景

対象者 (以下保健師 とする) が援助 したケースの概要は表2に 示 した。子 どもが受けて

いた虐待 (『児童虐待 の防止等 に関する法律』の定義 による) は、ネグ レク ト10名 、身体

的虐待6名 、心理的虐待1名 、ネグレク ト ・心理的虐待2名 、身体的虐待 ・心理的虐待3

名である。家族構成は、核家族20名 、その内母子家庭が1名 である。拡大家族2名 、いず

れ も母親の実父母 との同居である。子 どもの数 は1人 が8名 、2人 以上が14名 (内双子2

組) である。ケースを把握 し、保健師が援助 を開始 したときの子 どもの年齢は、1歳 未満

の乳児が13名 、2歳 未満 までが4名 、2歳 以上が5名 である。ケースの把握方法は、医療

機関などの関係機関か らの連絡があった ものが17名 、低出生体重児家庭訪問等の保健師活

動か らが2名 、母親または家族か ら相談があったものが3名 である。医療機関な ど関係機

関か ら連絡があった17名 の うち11名 は1歳 未満であった。母または家族か ら育児や子 ど

もの発達のことで相談が あ り把握 した3名 の年齢はいずれ も1歳 以上であ り、保健師の地

域母子保健活動 の一つで ある低 出生体重児家庭訪問で把握 したケースは、2か 月までの乳

児早期であった。保健師が支援 をおこなったケースの多 くは、 自ら相談があったのではな

く、関係機関か らの連絡や保健師の活動 を通 して把握 していること、2歳 までに把握され

ていることが示 された。支援 した母親のなかで精神科の医療機関を受診 したことがあった、

または支援の経過中に受診 した人は8名 である。

2. 保健師による母親 の 【"しん どさ" への支援 】の全体構造

保健師の虐待防止 に向けた母親への支援の全体構造は、母親の 【"しん どさ" への支援】

を中核カテゴ リー として、15カ テゴリー、52サ ブカテゴ リーで構成 される (表3, 表4)。

1)"し んどさ" の定義

"しん どさ" とは、 しんどいの形容詞型であ り、語源は 『心労』で、 くたびれて いる、

つ らい、苦 しいなどの意 味を表す (広辞苑)。 また関西では、退屈、聞きづ らい、気苦労な

どさ らに複雑な意味 を含 めて用い られて いる (牧村, 1979)。 大阪ことば の使用頻度 におい

て、大阪以外か ら大阪 に来た人のなかで約9割 の人々がこの言葉 を使用す るようになって

きている (彭, 1993) ことか らもな じみやす く、一言 では言 い尽 くせない状況 を表す言葉

として使いやすい。また、情報化社会に伴 う関西文化の広が りのなかで、"し んどさ" とい
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う言葉は 『方言の共通化現象』 として、関西以外でも共通語にな りつつあるという現状が

ある (彭, 1993, p31)。 本研究では、"し んどさ" という言葉 を、「身体的疲れや大変さを

表すだけでな く、心理的状態、社会的状況 も含む大変さやつ らい思い」 と定義 し使用 して

い く。

2) 全体構造

【"しんどさ" への支援】とは、保健師が母親の身体的、心理的、社会的状況か ら、何か

"しん どさ" があるのでは と気 にな り、母親 に焦点を当てて行 う支援である。 この"し ん

どさ" は、母親が直接感 じているかどうかではな く保健師が母親の状況をみて感 じるもの

である。

図1に 【"しん どさ" への支援】の全体構造 を示した。この支援 は前提条件 として保健師

が母親 に出会 った初期 に知覚 した母親の状況 として 《"しんどさ" があることに気づ く》こ

とか ら展開され る。そ して 《"しんどさ" に気持ちを寄せ る》とい う支援 を行ってい くなか

で保健師は、母親の持つ "し ん どさ" の内容が徐々にわかるよ うになる。《"し ん どさ" の

本質を見極める (問題の本質 に対するアセスメン ト)》である。それ に伴 い支援は 《"し ん

どさ" を軽減す る》へと進んで いく。《"し ん どさ" に気持ち を寄せる》か ら 《"しん どさ"

を軽減す る》支援への進展に、保健師に対す る 〈母親 の受け入れにくさがある〉が、それ

ぞれの支援内容の拡が りに 〈母親の生活上の変化 に着 目する〉が関連 している。図1に は

カテゴ リー をレベル順 に 【】、《》、 〈〉、で表 した。

【"しんどさ" への支援 】の最初の段階で ある 《"しん どさ" が あることに気づ く》と 《"し

ん どさ" に気持ち をよせ る》か ら述べる。保健師が母親 にかかわ りは じめるきっかけは、

関係機 関か ら連絡 を受 けた り、乳幼児健診で要経過観察 にな り保健師か ら働きかけること

である。そのなかで保健師は、母親 自身の様子や母親の子 どもへの接 し方が何 か気にな る。

〈母親 の蓄積 した疲労感〉や 〈切迫 した育児 ・家事の状況〉、 〈子 どもとの不調和感〉であ

る。このような知覚か ら、母親が何か "し んどさ" を抱えているのでは と思 う。そのため、

この まま母子 を放置 しておけないと感 じ、継続 してみてい く必要があると認識する。 この

時点で "し ん どさ" の内容はよくわか らず、母親に何か "し ん どさ" があるのでは とい う

気づきである。そ して、これが、保健師が母親へ支援を始めて いくための前提条件 となる。

母親 に何か 《"しん どさ" があることに気づ く》ことで保健師の支援 の対象は、虐待 されて

いる子 どもだけでな く母親を含めて考えてい くようになる。そ して保健師は、母親 とのつ
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なが りが切れないよ うに 《"しん どさ" に気持ち をよせ る》支援 を行 う。そのなかで母親 と

かかわ りを持 つために 〈かかわ りの糸 口を探 し〉、家庭訪問や面接で母親 とコンタク トで き

る機会 をもち、母親の気持ちを保健 師に向けるように、〈母親 にとって心地よ い関係をつ く

る〉 ことを心がける。 しか し、 この時点で母親は、直接保健師に支援を求めているわけで

はな く、保健師が何者かを認識できているわけで もない。母親 に保健師は育児支援がで き、

母親が困って いる ことの手助 けができることを理解 しても らい 〈保健師 を信用 してもらう〉

ようにする。

保健師は母親 とかかわ りを継続 し、支援を進展させてい くために、保健師 に対する 〈母

親の受け入れに くさがある〉 ことを認識 している。かかわ りが継続 できて も、保健師が母

親にとってメ リッ トがある人 とい うことが うまく伝わ らなければ、母親の受 け入れは悪 く

な り、支援が中断するおそれがある。保健師が母親 に対 して支援 の必要性を強 く感 じて も、

その思 いは母親 に届かず関係は途絶えて しまう (表1に 《"しんどさ" に気持 ちを寄せる》

支援まで しか進 まなかった保健 師と 《"しんどさ" を軽減す る》支援 まで進んだ保健師を示

した)。

母親へ 《"しんどさ" に気持 ちをよせ る》支援 を行 うことによ り、保健師が何をする人で

あるか理解 して もらえ、継続 した関係がつくられてい くなかで、保健師は、母親 の 《"しん

どさ" の本質 を見極め る (問題の本質 に対す るアセスメン ト)》よ うになる。それは、母親

が 〈孤立無援 の状態 にある〉こと、母親が 〈深刻な心理的問題 をもっている〉こと、〈子 ど

もを気遣えな い〉ことである。"し んどさ" の内容や程度は母親によって異な り、母親に感

じた "し んどさ" の状況 に合わせて 《"しん どさ" を軽減する》支援 を行 う。《"し んどさ"

を軽減する》支援 において基盤 となるのは、母親 を一人の人間として認め、対等な関係で

つき合ってい く気持 ちを根底に もつ 〈つなが りの気持ちを示す〉 ことである。保健師 との

安定 した人間関係 を維持できる ことで、母親は 自分が誰か とつなが っていると感 じられる

ようにな り、それは母親の社会的孤立感の軽減につながる。子 どもを気遣えない状況 にあ

る場合は、子 どもへ の直接的ケアを含 めた実際的な支援や 、母親の能力に合わせた具体的

な支援 を行 い、 〈母親が生活 しやす くなるよ うにする〉。保健師 との関係が継続 されていく

なかで、母親 に子 どもへの対応や母親 自身の問題 を指摘 して も関係が切れないことがわか

ってきた時、母親 にその ことを話 し 〈母親 の気持ちを揺 さぶる〉働きかけを行 う。 また、

次第 に 〈母親の 目を外に向けて いく〉 ようにし、母親 を理解 して もらえる人を増やす。

また、《"し ん どさ" に気持 ちを寄せ る》や 《"しんどさ" を軽減す る》支援の内容や頻
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度 を考えてい くために保健師は 〈母親 の生活上の変化 に着 目す る〉。

保健師が母親への支援をどの時点で終結 と判断す るかは難 しい。子 どもの死亡、母親の

死亡、家族の転居な どでかかわ りが中断せ ざるを得な くなる場合以外はかかわ りを継続 し

ている。母親 に顕著な変化がみ られな くて も保健師との間に信頼関係ができることによ り、

子 どもに生命 の危機をもた らすよ うな深刻な虐待の把握は可能であ り、必要時、児童相談

所な どの関係機関の導入が円滑 にできるよ うにな る。

以下の項 でそれぞれのカテゴ リー について説明す る。データの解釈の妥当性の確認のた

め、それぞれのカテゴ リーのあ とに保健師の言葉をなるべ くその ままの形で記述 し、保健

師の経験年数 を記 した。言葉の内容 における家族関係 の表現は子 どもではな く母親 を中心

とした言 い方 に変更 した。カテゴ リーは レベル順に 《》、〈〉、 で、保健師の言葉は小文字

で表 した。

3.《"し ん どさ" に気持ちを寄せる》支援

1) 前提条件 《"しん どさ" が あることへの気づき》

保健師は、母親 の会話のぎ こちなさや子 どもをす ぐに叩 くとい う行為、子 どもへの配慮

のない行 動が気 にな り、母親が何 か "し んどさ" を抱 えているのではないか と気づ く。 こ

の気づきは、保健師が知覚 した母親 の状況である。保健師は、 〈母親の蓄積 した疲労感〉、

〈切迫 した育児 ・家事の状況〉、〈子 どもとの不調和感〉を "し ん どさ" があると捉 えてい

る。

(1)〈 母親の蓄積 した疲労感〉

母親 の体 調が悪 いことや表情がす ぐれないな どの母親の心身の不調か らくる "し ん どさ"

であ り、保健師は、母親 と出会 った直後に気づきやす い。

母親 の心身の不調

母親 に精神的疾患が あり、薬 を服用 している、身体障害がある、妊娠 している、年子や

双子 を出産す るな ど心身の健康状態 が最善でない場合である。 このような状態では、育児

や家事が思 うよ うにできず、そのス トレスが子 どもに向け られ る。
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子どもがね、結構続けて生まれてるんですわ。この子が平成4年 生まれで、すぐ下の子がね、平成5

年の10月 に生まれて 次が平成7年4万 に,男 の子ばっかりこういう形で生まれてるんです。だか ら,

第三子を出産したときは、上の子が2歳10か 月で、次の子が1歳6か 月で結構大変な状況があるんです

ね。(P保健師35年)

(2)〈 切迫 した育児 ・家事の状況〉

保健師が家庭訪問で、家の中の状況や暮 らしぶ りをみた り、母親の話な どか ら、母親の

能力の不均衡 、伝統的育児観へ の束縛、母子 の閉塞感、厳 しい家計のや りくりを感 じ取 り、

育児や家事に余裕がな く、切迫感があ り、それ らが母親 をしん どくさせていると気づ くこ

とである。

母親の能力の不均衡

保健師が支援 した母親のなかには知的障害のある人はいなかった。保健師が母親の能力

の不均衡 に気づ くのは、知的能力に問題がないにもかかわ らず 、家事能 力、育児能力、生

活能力、対人関係能力 にアンバ ランス を感 じさせ られ る ことである。 これは、かかわ りの

直後 にはわか りに くい問題であ り、低出生体重児で家庭訪問 していて も、その時点では、

かかわ りの必要性を強 く感 じなか った母親 もいる。能力の不均衡は、関わ りを継続するな

かで見えてくる問題で ある。

お母さんの性格は、口が達者で人懐っこい喋り方 をするけど気分の起伏が激しい。また、言っている

ことに行動 が全 く伴わない。外出の際になおしゃれをするし、子どもの (幼稚園の) おたより帳にな綺麗

な文字で相談などを書くため,外 から見ると生活能力の低さが分からない。それに一見人懐っこくて。お

昼に郵便局とかで会うじゃないですか。そしたら 「Eさーん」って手を振って声をかけてくるんですよ。

その時なんか綺麗にというのか、あの汚い家のなかから、よくこの服装が出 てくるなっていう感じで、(お

母さんが着ている洋服は) そんなに汚く見えないんですよ。ちょっとシュッとした感 じでね。(E保 健師

27年)

伝統的育児観への束縛

伝統的育児観への束縛 とは、子 どもを自分 の手で上手に育て るのが母親 としての責務で

あるという思 いをもち、母親が この観念 に強 く縛 られて いることである。 このような母親
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は 、育児 に余 裕 が な く、他 の母 親 は うま く子 育て でき て いる の に 自分 は ど う して上 手 くで

きな い のか と 自責 の念 を抱 い て し まいが ち で あ る。保 健 師 は、 この よ うな思 いが母 親 を し

ん ど くして い る と感 じて いる。

言われた ことなせなあかん と思 いはるか ら。だか らたとえば、離乳食な4カ 月やった ら 「4カ月か ら

せなあかん」 って。1匙 言うた ら 「1匙か らやね」 っていう感 じの几帳面さのあるお母 さんやったか ら、

なん ていうのかな、おお らか に伸び伸びと、「少 々泣いててもほっといた らいいよ」っていう事を言うと、

「少々というのなどの程度かな」とか、ぞういうことをすごく気 にするお母 さんだ ったというのを、2回

か3回 訪問に行 く中で感 じたん ですね。(S保 健師16年)

「2人子ど もがいて、(う まく) やってる人は いっぱ い、なんぼ でもいるのに、私だ け何 でこんなにし

ん どいんやろう、私がやっぱ りおか しいんやろうか って思ってしまう」 って話 してなるん です。(0保 健

師9年)

母 子 の 閉塞感

保 健 師 が家 庭 訪 問 した とき 、カ ー テ ンが 閉 め られ 、た ば この煙 が も うも うと漂 う薄暗 い

部 屋 の なか に母子 だ けで い る姿 に 閉塞感 を もつ。母 親 は他 の公 的サ ー ビス や機 関 との結 び

つ き もな く、 近所 か ら も孤 立 して い る。

家のなかな、まあまあ、散 らか ってはいないん ですけど、すごい閉め切った部屋で、タバコをブ ワー

ッと吸ってはるん ですよ。だ から煙 がモウモウと立 ちこめているよ うな ところに子どもと2人 でいてね。

子どものほんとにちょっといたこまごまいたことでも怒 った り、叩いた りね。(0保 健師9年)

厳 しい家計のや りくり

夫 の職業 の不安定さや失業などか ら家計のや りくりが切迫 している。それ らは衣服 のち

ぐは ぐさや交通費、食事の費用にも困窮 している様子か ら察している。経済的問題は、か

かわ りの当初 に母親の話に出る ことは少な く、家庭訪問のなかで、家の中や子 どもの様子

をみて感 じ取 る。

初めね、洋服が夏に生まれてるのに、厚地の服とかを着せたりするんですよ。冬になっているのに今
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度な夏 のよ う服 のままでいるとかね。「お洋服ないん ？」って聞 いた ら、「うーん」って言い渋るか ら、「お

金のこと、買 うお金がな いん」っていった ら、「うん」 って言って、「ああそう、大変ね」ていう話をしな

が ら、「ご主人、給料どれ くらいもらってるの」って聞 いた ら、「主 人給料 これだ け、借金 で全部 もってい

かれるか ら (お金が) ないねん」 とか、だんだ んそういう話にな って。(G保 健師25年)

(3)〈 子 ども との不調 和 感〉

母親 と子 ども との 関係 をみて 、子 ど もへ の厳 しい叱責 やす ぐに叩 くな どの子 どもへ の対

応 の まず さや 、子 どもの こと をあ ま り意識 して い ない子 ど もへ の関 心 の 薄 さな どか ら、子

ども との不調 和 感 を もつ ことで あ る。

子 どもへの対応のまず さ

母 親 は 、保健 師 が 目の 前 に いる に もかか わ らず 、子 ども を直 ぐに叩 い た り、大 声 で叱 責

した りす る。 これ らの行 為 を保 健 師は 、母 親 が子 ど もに ど う接 して いい のか わ か らず 、子

ど もの言 動 に振 り回 され 、 しん ど くな ってい る と感 じて い る。

(相談があって) すぐに 行ったん ですけどね、1歳8か 月のとき。はんとにちょっとした細々 した こと

でも怒 った り、叩いた りね。まあ、そんなバ シーンとではないけれど、ピチンピチンというのなしょっち

ゅうあ りました。 ちょうどこの時お母さん妊娠中だ ったんですよ。11が12日 が予定 日で、お腹 も大 きか

って。 「大変な時 期やね」って。「特に言葉も出 てな くって、言ってることは分か らへん し、その くせイタ

ズ ラは多 いし、大変な時期やと思うよ」 っていう話と、「特にお母さん今お腹が大 きくてとてもしんどい

よね」 っていう話をしてね。(0保 健師9年)

子 どもへの関心の薄さ

子 どもに対 して否定的感情を持 っていた り、子 どもへの愛着 (人 と人 との間に生じる持

続的で情緒的 きずな) が乏 しく、育児不安 も示 さず 、子 どもへの関心が薄 いと感 じられる

ことである。母親か ら育児や子 どもの ことで "し ん どさ" が表出される こともな く、保健

師は感情 を表出す ることができない母親の背景 の深刻 さに "し んどさ" が あると感 じてい

る。

お母さんは、この子のほんまに育児について、こう、どうしたらいいとか、戸感うとかっていうふう
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なんは、まあな いね。(育 児不安が) 無 い。そういう不安なん ていうのは持 ち合わせ てないか もしれない。

でね、 どこが不安、不安 いう言葉 が適当か どうかわか らへんけどね (J保 健師27年)

2)《"し んどさ" に気持 ちを寄せ る》

保健 師は、母親が何か "し ん どさ" を持 っているのではないか と気づき、子 どもだけで

な く母親 にも援助が必要である ことを認識 し、支援 の視点を母親 に向ける。母親の立場か

ら、彼 らが体験 している "し ん どさ" を理解 しよ うとす る保健師の行動である。保健師は

母親 と 〈関わ りの糸 口を探 し〉、 〈母親 にとって心地 よい関係 をつ くる〉 ことを心がける。

そ して 〈保健師を信用 して もらう〉働 きかけをお こな う。

(1)〈 かかわ りの糸 口を探す〉

母親 に何か "し んどさ" があると感 じ、保健師は母親 とかかわ りを持 とうとし、 〈かかわ

りの糸 口を探す〉。その方法 として、 親の 心にチ ンネルを合わせる、かかわるタイミ

ング を合わせる、訪問理由を明確 にする、物品 を供与するなどを行 う。

母親の関心にチャンネルを合わせる

かかわ りの糸 口を探すために保健師は、母親が今何 を求めているか、母親の関心はどこ

にあるのかを考 える。子 どもの しつけや発達、理解 しがたい子 どもの行動への対処、また

は母親 自身の ことなど、母親が今関心 をもっていることを掴み、かかわ りのきっかけにし

てい くことである。

この人欲 しくて欲 しくて生んだ子やし、どういうふ うに子育てしていいか、私 でも、うろうろ したん

だから、この人 もうろうろするだろ う、だか らそこにチャンネルをしっか り合わせ て付き合っていった ら

いいな って。この子健診に来 てなか ったか らね、「それ で訪ね て行 くんよ」「子育てのことで困っているこ

とあ った ら、相談に乗るよ」ということを電話 で言っておいてね。でも、約束した日に訪問 した ら、「(子

どもが) 熱 を出 して、いろいろ相談 した いことがあるけど、今日は市民病院に行ってすみません』ってい

うメモがあってね。こういう時 にチャンス逃 した らあかん。せっか くメモが入 ってるんだから。すぐ病院

に追 っか けて行 って、熱が出 て、どうしていいかわか らん時 に、「もお、大変ね」 って言うて。発熱に対

応 するときのポイン ト、熱冷 ましのこと、お薬の飲ませ方 とか を外来 て、薬ができるのを待ちなが ら話 し

ま した。(A保 健師26年)
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かかわ りのタイ ミングを合わせる

同時 に重要なのは、かかわ りをもつタイミングで ある。母親が困って いるとき、 または

困るだ ろうと予測 される出来事がある ときにタイミング良 くかかわ ることである。 この時

点では、 まだ母親の行動がよ くわかっているとはいえないので、母親が困る ことの予測 と

は、一般 に育児 を行 っている母親 に生 じると考え られる心配事や関心で ある。

(訪問は) 退院 した日に行ってます。退院の時に、『今帰りました』っていうファックスが病院から入

ってるんですよ。『何時にこうこう、こうして帰 りました』っていうのが。それで、その日に行ってます

ね。その日と翌日も行ってますねえ。その後、土日をあけて、次の月曜日に行ってます。(J保 健師27

年)

訪問理由 を明確にす る

かかわ りを持 つとき、保健師がなんのために自分の ところに来 るのか ということを母親

に納得 させる理 由をもって訪 問することである。安易 に関係機 関か ら連絡があったか らと

い う理 由で訪 問した り、他機関の専門職 と一緒 に訪問 した りす ると、保健師が どのような

役割 をもっているのか を母親 に伝えることが難 しくな り、母親 の受け入れが悪 くなる こと

がある。医療機関等の関係機関か らの紹介で保健師がかかわる場合は、保健師がかかわる

前に関係機 関の医師や助産師か ら保健師のことを紹介 しておいて もらっている。また、低

出生体重児の家庭訪問や健診 の要経過観察で訪問に行 く場合は、保健所が誰 にで も行 って

いるサー ビスであることを示す。

(病院か らの電話は) 婦長がとりましたね。 で、私の担当地区だということで。病院の先生の方か ら

(母親に)保 健所についての情報を与えていないので、最初なちょっと、どういうふうなきっかけで関わ

ろうかなというようなことで困ったんですよね。もう一度1過 間後に (病院に) いくということを約束し

てはったので、その時に保健師のことを紹介してもらうということで。あの 「育児について、保健所の方

に育児のことについて相談できるからね、保健師さんがまた連絡すると思うか らね」っていうことを主治

医の方からお母さんに言ってもらっているです。・・何もない中ではこ ちらはいけないので、先生に 「保

健師のことを紹介しといてください」っていう連絡は入れたんです。そのつなぎだけなしておいて下さい

と。(N保 健師17年)
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物品 を供与す る

保健所にある育児用品の試供品などを持 って訪問 にいき、それ を母親に使って もらうこ

とである。育児用品の リサイクルで手 に入れたものを持ってい くこともある。何 も持たず

に行 くよ り、保健師が母親の ことを気 にしていることを伝えるのに効果的である。

(子どもの) おやつなんか持っていったり、そのおやつはウインナーソーセージみたいなものだった

かな。そんなんをちょっとだけ持っていって。お母さんはお菓子を買っても袋ごと子どもに渡すから、「そ

んなんでななくて、ソーセージみたいに安 くて、こういうのもおやつになるのよ」と言って。・・子ども

のために紙おむつもだいぶ持 っていきました。試供品として (保健所に) ようけきていたんですよ。(V

保健師29年)

(2)〈 母親にとって心地よい関係をつ くる〉

自らの対人関係の問題か ら社会的不利 を同時 にいくつも抱え、八方ふさが りに陥ってい

る母親が多い。育児 について、母親 として あるべき姿 の理想は高いにもかかわ らず 、現実

の子 どもへの対応 はうまくで きず、その ことで夫や実母か ら責め られている。保健師は、

そのような母親の気持ちを察知 し、育児や家事が上手 くできて いないことを責めた り、非

難 した りするのではな く、母親にとって心地よい関係 をつ くっていくことを心がける。そ

のため に、家庭訪 問や、母親 に会 う時間は、まず母親 の都合 を優先する。母親 と目線 を同

じに し、 を主 に したかかわ りを行 う。そのかかわ りのなかでは母親のことを気遣い、

かかわ りを継続 して いく。

母親 の都合 を優 先す る

母親 に会 うときは母親の生活時間に合わせ た り、母親が都合 の良い時間帯に訪問した り

す ることである。朝が苦手な母親 に対 して、午前中の遅い時間や午後 に訪問す るなどの配

慮 をする。できるだけ母親の家庭 に出向き母親の生活の場で対応する。

どんなとぎにも別に約束してへんときでも 「あの近所来てんやけど、起きてる」って言って、まだ寝

ているような時間にないかないように極力して、起きてて何事もおきていないやろうなと思う時間を目指

していくんやけど。(L保 健師24年)
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母親 と目線を同じにする

母親 の能力に合わせて母親ができる範囲の ことを求める。母親 の実際の生活 をみると求

めた くなることはた くさんあるが、母親 にできそ うな ことだけを求 めることである。そ の

ためには、その時点での母親 の心身の状態や能力を把握 し、母親の子 どもへの対応や家事

の状況を一つ一つ確 認 しなが ら進 めていく。保健師は子 どもが乳児早期 か らかかわ りをも

つ場合が多 く、離乳食 の話が よく出てきた。離乳食 をつくることが能力的 に難 しそうな母

親や離乳食 という育児上の新たな課題 に直面 して心理的苦痛を感 じていると思われ る母親

に、 もう少 しミルクをあげて いくことや市販のベ ビー フー ドの利用 を勧めた りして いる。

お母 さんが 「(4か月) 健診 にいってきて離 乳食のことのわれたん でちょっとつくってみようかなと思

っています」 っていうことだ ったん ですよ。それ で 「でも別 に無理やった ら離乳食そんなに急が んで もい

いか ら、ミルクあげ たらいいのよ」ってそんな話 をしたん ですよ。お母 ちゃん とした ら保健センターの健

診 で4か 月か ら離乳食 って言われたん でせん といかん とい うふ うに思 いなったんかな。(M保 健師25

年)

4カ 月 をすぎると離乳食を作 らなあかんということになってきて、それがお母さんにした らすごく苦

痛。離乳食の指導 ももちろん訪問 でするんやけど、「離乳食 もそんなにがんば らんと,今 日はしんどいな

と思 った らビンのものに するとか、果 汁だけ にするのでもいいよ」って言うんだ けども。やっぱ りお姑 さ

んとの関係 もあ ったのか、そのへんはきつちりしてのたん ですよ。必 ず一品な何か作って、(子 どもに)

前掛けをしっか りしてちゃんとテーブ ルに座 らせて、あげ てはりましたわ。(S保 健師16年)

母親を主体にする

子 どものケ アにおいて常 に母親 を主体 にお くことである。 どんな場面で も保健師が前面

に出て してあげ るのではな く母親 を主体にす ることを意識的 におこなっている。保健師は、

その ことが母親 に育児 の責任があることを 自覚 して もらうことにつなが っていくと考 えて

いる。

保育所に連れ て行けるかどうか を見ないといけないか ら、朝一番に9時 に家 に行つてね、それか ら一

緒 に保育所に連れ て行 くのよ。手取 り足 とりやな、言う てみた ら。(保 育所ま で) ほんのちょっとの距離
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なんだ けどね。子どもと一緒 に歩 いてもたいした距離 じゃな いねんけど。そこも一人 では連れ ていかれへ

んよ うな人 やったから 。保育園 には、お母さんは必 ず一緒 にいく。お母さんは何 にもできへん けど、荷物

持たせてね。子どもをお母さんが抱 っこできないから 私が抱 いてね。(F保 健師23年)

母親 のことを気遣 う

母親 の多 くは、今 まで人か ら認めて もらった り評価 してもらった りという経験 をほとん

どしていない。子 どもへの育児 も、夫や実母か らその大変 さを理解 して もらうことはほと

んどな く、母親 として の役割 を果たせていない ことを指摘 されていることが多い。 このよ

うな状況 に置かれている母親を気遣い、母親の子 どもへの対応や家事のや り方 を批判しな

い。母親 の子 どもに対す る行為が虐待 と疑われるものであったとしても、 このよ うな状況

では仕方 がない ことだったと母親 に話 し、強 く批判 しない。保健師は、母親が誰か に気遣

われた り、自分のことを理解 して もらえた りとい う体験 をする ことが母親 との関係 を進め

てい くための基盤 になる と考えて いる。

(母親 から子どもの泣きへの対応を聞いて) 私 も一瞬 「ん!(虐 待や)」 って思ったん ですよ, ほんま

に。だ けどもうその時は もう、「お母さん大変やったねえ、しんどか ったねえ」、「言いに くいことよう言

うてくれは ったねえ」 って。 もうそれ しかな いですもんねえ。「人に知 られ たくないことやもんねえ、あ

ん たがおか しいっていうん じゃない、誰 でもそんなふ うな気持 ちにな りえるってことなんやで」って。「あ

ん たは こん だけの "しん どさ" があったか らこうな ったんよ」って,そ こな もう何か こじっけみ たいや け

ど、そう言う以外 にな いですもんねえ。・・だから ねえ、(後 で) お母さんが言いはった。 「どんな人に相

談 しても、た いてい、あんたが悪 い、その仕方は間 違っているって言われることが多 い。でも保健師 さん

は、絶対 にそういうことを言いはらへんか った」 って。(K保 健師20年)

かかわりを継続する

母親へ視点 を向け、定期的 に訪問 した り、近 くに来た ら必ず家に寄った りし、かかわ り

を継続する ことで ある。たとえ、子 どもが施設入所 していて 自宅にいない場合でも、母親

の気持ち を聞くために訪問す る。母親 にとって話を聞いて くれる人、自分 を認めて くれる

人 との関係を継続す ることが重要であることを意識 して行 っている。

訪問 をね、次に繋げ なあかんのですよね。私 のできる役割って、その時は、話聞 くしかないか ら。「お
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母 さんが話 してくれ て、すごいよか ったと思う」 ってことは言ってる んですよ。「言いにくいのに言って

くれ てありが とう、でも私が何をやった らいいのか すぐに わから ない けど、(お母さ んの) 気 持ちはすご

く判るから 、すぐ楽にはな らへ んか も知れない けれど、何か楽 になることがあった ら手助けをしたいから 」

という話をした んですね。そ した ら、「はい」と言うて。そのときお母さん泣 いてて、「じゃあまた次来る

ね」と言うて、「多分 、とても緊張 する んでしょ」という話 をした んです。お母さんに。そ した ら 「はい、

とても (緊張) します」 って。「(保健師が) 来 るのがとても嫌 やったら、しんどいかな とも思 うけど、

どっちが いい?」 と言うた ら、「(来 てもらって) いいです、とても気持 ちか楽 になるから 」 って。 「それ

な ら来 ていいですか」 ということで、ずっと継続 して聞 くという役割 で行くことになった んです。(T保

健師7年)

(家庭 訪問 は) 何か目的があ ればね、電話 していくときもあ りましたけど。そうじゃな い時は、コン

コ ン 「元 気 し て る?」 っ て、 「ど う、そ の 後 少 しは 、あ の、気 持 ちか落 ち着 いた か な」とか 、 「どな い 思 う?」

とか、「赤 ちゃんとこ (施設) へ見にいった?」 とかね。(K保 健師20年)

(3)〈 保健師を信用 して もらう〉

保健師は、何か母親 に役立つ ことをして くれる人であ り、頼 りになる人 とい うことをわ

か って もらい、保健師 を信用できる人 として認めても らうことである。母親 に信用 しても

らえることで保健師 に対す る受け入れにくさは少 しずつ減少 してい く。保健師 を信用 して

も らうために、家庭訪問で1回 目か ら家の中に入れて もらえなかった り、玄関 まで入れて

も、部屋 の中まで上がれ なかった りということがあっても、あきらめないで継続 して訪問

し、母親 と保健師がお互 いの ことを知 り合 う 時間をつ くる。部屋の中に入れた ときは、子

どもの沐浴やおむつ交換な どの子 どもへの直接的 ケアを行 う。 また、医療機 関の受診 に同

伴 した り一緒 に行動す る。

お 互 い に知 り合 う 時間をつ くる

母親は、健診で保健所 を利用 した ことはあって も保健師 に育児のこと、子 どものこと、

ま して育児 に困っている自分 自身のことを相談できると理解 していることは少な く、保健

師は何をす る人なのか とい う思いをもっている。 また、保健師にとっても母親が どんな人

なのかわか らなければ、 この母親 に必要な支援を考 えてい くことは難 しい。保健師は、母

親 との関係 を継続 してい くために、お互いを知る時間 をつくることを意識 して行 う。母親
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の受 け入れがよ くないと感 じられる場合は、この時間を長 く持つよ うにしている。

あのね、こ んなこと言ってはなん です けど、(お母さんが)「Iさ ん何飲む?」 ってこう 言うから 、私、

あ んまり訪問先 でお茶 とか頂 いた ことない んだけど、このお母 さんの場合は、全面的に受け入れ ていかな

あか んな と 思 っ て。 あ の 「何 で もい いよ 」 っ て ・・ ・・「・・コー ヒーが い いな 」 てね 、頂 いた ん で すよ 。

だ から い つ もコ ー ヒー を頂 き ま した 。・・ほ ん と に 何 を 一 年間 話 した か っ て い った ら、 「コ ー ヒ ーが お い し

いね」とか、このお母さん、通 販でいろいろ買 うのが好 きだったのね。だから そんな話ばっか りして、そ

んな夢のあるコップな んか を誉めてね,「 すご くいいセンス してるね」 って、私 も本 当に綺麗だ なって思

ったから ね。・・そうやってお母さんのちょっとお友 達というような感 じになっ たのね、それ で、途 中で

気が ついた ら、「Iさん」 「Iさん」って言ってくれるよ うにに った んですよ お母さ んの方が。 「Iさんや

った ら何 でも話せる」 って言い出 した んですよ。 しめたと思 った んですよ。(I保 健師21年)

直接的ケアを行う

子 どもの入浴 を手伝 った り、離乳食 を一緒 に作 った り、食べ させた りするな どの子 ども

へ の直接的ケ アを実施する ことで あり、 これは、母親の育児負担 を一時的にではあるが軽

減することにつながる。また、母親に保健師が どんな ことをして くれる人かを理解 して も

らい、育児や子 どものこと、 自分の困っていることを相談できる人 として認識 してもらい

やす くなる。

「お風 呂に入れ るのが大 変」 って言うから ね。お風呂 も一緒に入れましたわ。「今日はお風呂入れよう

か?」 とか言 って。 ベビーバス にお風 呂ためて 「私 行 くから (お湯) ため てお いて」と言うて 「うん判

った」って。「もう1人 やった ら大変 やわ」 って。 「そうよね」 って。それ で、1人 ずつお風呂入れ て。だ

から 行った ときには離乳食を一緒に食べさせた り、オムツを替えた りとか、何か必 ず一緒 にする感 じでね。

(お母さ ん) 手際が悪 いなとか、段取 りが悪 いなっていうのもあるけど、やっぱ り本当に しんどそうやな

というのも感 じた し、双子って大 変やな っていうのはわか るし。(S保 健師16年)

一緒 に行動する

子 どもが入院 して いる病院へ母親 と一緒 に面会にいった り、病院受診 に同伴 した りする

ことである。母親 と一緒 に行動する ことで家庭のなかでは見 る ことができなかった能力を

確認できた り、生育歴 の話を聞き出 した りす ることができる。
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転院 の時期 だったの で、お母さ んも0病 院 って慣れてないところ だし、私 もあま り知 らないけど、でも

お母さんのことがわかるし、いろんな手続 きのこととか を一緒 すれば、そこでお母 さんとのつなが りでき

るかなって。 で、そう いう時 って割と事情を聞 きやすいって感 じあるじゃないですか。向 こう も不安に思

ってるし、こちらもいろ んな事が聞 けるし、そんなん もあったので、その機会なのかなって、それ で、(病

院から) 救急車 で行 くっていうことたったの で、私はお母さんと一緒 に救急車に乗 って。お父さんは自分

の車 で後から 行 く っ て こと にな っ て ・ ・ ・。(H保 健 師17年)

(施設 に入所 させるときに) 私 も一緒に行った んですよ。大変 やろうな という思いとお母さ んどんな

かな って。お母さ んのことが いろいろ分かるかなという漠然とした思 いですけれどね。その時にお母 さん

は過去の話をいっぱい してくれはった んですよ。さすがこ の時はもうT君 に対 しては柔 らか くてね。いっ

さい叩きはら へ んか った んですよ。(0保 健師9年)

3) 支援の進展 に関連す る要因 〈母親 の受け入れ にくさが ある〉

保健師が支援 した母親のなかで、 自ら保健師 に相談を求めてきた というのはご く少数で

ある。多 くは、関係機関か らの紹介や保健師の方か ら低出生体重児訪問などで母親 のこと

が気にな り、スター トしたかかわ りで あ り、母親 自身が相談動機 をもっているわけではな

い。そのため保健師 に対す る母親の受 け入れが最初か ら良好 ということは少な い。保健師

に対す る 〈母親 の受け入れ にくさがある〉 とは、母親が自分のことをどのように受 けとめ

ているか という保健師の知覚である。家の中に入れない、かかわ りのきっかけが掴みに く

い 、子 どもの姿がみえな い、母親が身構えているがある。子 どもへの対応がうまくできて

いないと感 じて いる母親 にとって、保健師は、自分の育児を注意 した り、監視 した りする

ために来 るので はないか という思 いを持っていると考えられ る。そのため保健師は、母親

とかかわる時、母親 の受け入れを常に念頭 に置いている。母親の受け入れ にくさを考慮 し、

母親 とのかかわ りのきっかけが不 自然 にな らないよう、関係機関の人と事前に連絡 をとり

保健師の ことを伝 えて も らっている。母親の受け入れにくさを感 じる時は、《"し んどさ"

に気持ちを寄せ る》支援 を継続 して行 う。それでも母親の受け入れにくさに変化がみ られ

に くい場合は、保健師 との関係が中断 してしまうこともある。

家の中に入れない
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家庭訪問を して も居留守 を使われた り、玄関先で拒否された りして、母親 とコンタク ト

がつかないことである。拒否があか らさまではないにしても玄関か ら奥 には入れない時 も

ある。

今ま では、 けっこう 飛び込み で (家庭 訪問) 行っていた んですよ。そのほうが確実に会えるかなと思

って。 「ちょっとマザーグ ループの案内を持 ってきた んで 寄ってみたの」 という感 じで様子を見 るという

形 を取 っていた んですよ。拒否はない んですけれ ど、じっくり、どうぞっ ていう感 じにはな らな いん です

よ。立ち話から 深まらな いというか、「今ちょっといい?」 と言っても、「今散 らか ってるから 」という感

じで玄関から 先 にあがれなか った。(D保 健師17年)

玄関か ら部屋のなかへ入れた ということは、その段階で母親の真意は掴めない として も

保健師 を受け入れて くれた と考えることができる。

「トイ レットト レーニングの ことで1歳7ヶ 月の時に相談 してくれ てたけれ ど、どうな ったん」 って

話した ら、「トイレットト レーニング? そ んな こと相談 してない」 ってこう言われましたよ。バシッと。

子どもの発 達については (お母 さんが一番気にしているの で) 絶対に触れ られないと思って。育児のこと

で 「育児って大 変ですよね」っていうよ うな ことを言った と思うんですよ。そういうことばっか りを並 べ

たてた と思 うん です。そした ら、お母さんが 「上がら ない」 って言った んです、「上がら ない」 って言わ

れたから 『しめた』と思 い、あの、「いいの」って言いながら 遠慮が ち に上がっていきました。(I保 健師

21年)

かかわ りのきっかけが掴 みにくい

母親は保健師の家庭訪問やかかわ りを拒否するわけではないが、自らの"し ん どさ" を

相談 した り、言語化 した りする ことがほ とんどない。また、保健師が どんな話題 を出 して

もあた りがな いと感 じ、かかわ りのきっかけが掴 みにくい ことである。

(子どもの障害の話をした とき) 何か すごく冷ややかだ った んですよ。動揺があ ま り見えへ んのも気

にな ったん ですよ。それでな んか直 ぐに終われなか ったんですよ。ああ これで療育園に行けるような段取

りにな ってと思った んだ けど、な んかお母さんの気持ちが掴めなかったから 、何かを話そうと思った んで

すよ。 す ご く し つ こ く。・ ・話 が 続 か へ んお 母 さ んな んで す。・ ・で も、 「あ あ で もな い 、 こう で もな い」
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と思 っていろいろしゃべって、結局療育園から 駅 まで歩 いて一緒 に帰 った んです。私は (お母さんに) ひ

っ つ くよ うに し て。 ・・ ・(子 ど もへ の 言 葉 が) 冷た いから 、な んか と て も 気にな っ て、 何か 私 、当 た らへ

んというか、(普通 のお母さんは) 私が言った言葉 でお母さんが 「そうな んです」 とか言うときがあ るで

しょう。それがないから 私、 すごい不安 やった と思 うん ですよ。何言ってもあた りがないというか。(T

保健師7年)

子どもの姿が見えない

母親が 自分 自身のケアを強 く求 めてきて、子 どもの ことに話題 を移す ことが難 しく、子

どもの姿がなかなか確認できないことである。

お母さ ん感情失禁のよ うにボロボロと泣 き出された り、大 きな声 を 上げられた り、黙 り込まれた り、心

療内科 っていうのにかな りこだわ ってはって、「どこに受診 してもうま く行かない」と、「自分は心のケア

をしてほ しい んや」 と、「心療内科紹 介してほしい」 っていうのを何回 も訴え られ て ・・・そのあ たりの

対 応などでば たば たして、結局子どもに会えた り家庭訪問はその後な んです。(C保 健師19年)

母親が身構えている

母親 にとって保健師が どんな人で、 自分 に何 をして くれる人なのか理解できていない段

階 に他機関の専門職 と一緒にかかわることで、保健師は自分 のことで相談できる人ではな

く、育児 を注意す る人 と受け取 られ、母親 に身構えさせて しまうことである。

児童相談所 (のケース ワーカ ー) も一緒 に来るっていうので、やっぱり 、ちょっと身構え たんだと思

います。最初 に母さ んと私だ けで会 った時は、ぽ つりぽつ りと、あのこちらの聞 いた ことに対 して、答え

てくれるといった感 じでしたが。 この日は、児童相談所の人が来 るから 、「来て」いうて、おじいち ゃ ん

おば あちゃ んを呼 んでるん です。あの、自分だ けで会 うのは、頼 りな いと思 ったんでしょうかね、児童 相

談所の人 も来はるから 。警戒 した んだろ うな、と後で思いましたね。(B保 健師26年)

4.《"し んどさ" を軽減する》支援

1)《"し んどさ" の本質 を見極める (問題の本質 に対するアセスメン ト)》

保健師が、母親 と継続 した関係が維持できるよ うになるにつれて、母親 の身体的状況だ

けでな く、心理的、社会的状況が少しずつ掴め、"し ん どさ" の本質が感 じ取れるよ うにな
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る ことである。それは、母親が <孤立無援 の状態 にある> や <深刻な心理的問題が ある>、

<子 どもを気遣えない> である。

(1)<孤 立無援の状態にある>

母親の話の端 々をつなぎ合わせていくなかで母親の内面的な孤立感が浮かび上が って く

る。単に親族か ら実際的なサポー トが得 られない という問題よ りももっと深刻な孤独感 を

もっている。生育歴や実父母、夫 との関係 と深 く結びついている問題である。それ は、母

親の実家か らの自立 と依存の葛藤、夫 との結びつきの薄さ、近所づ きあいができない こと

な どで あ る。

実家からの自立 と依存の葛藤

母親は、今 までの生活 のなかでずっ と誰か らも認め られていないと感 じている。そ のた

め実家 と関係にも歪みが生じている。しか し実家か ら完全 に離れて 自立する こともで きず、

か といって実母か らの強い介入はス トレスに感 じている。その結果、実家は近 くにあった

り、同居 していて も頼 りにできる存在ではない。

おばあ ちゃんは 実の親 なんです けど、自分 の思 う通 りでないとい けな いというタイプ で、だから 「娘

に も 『自分 の産んだ子 やから 責任持 て』って言うてる んです」ってもう掴みかかる よ うな感 じで、半分立

ち上が ったよ うな感 じで言いはった りね。「こんな育て方するんやった らこの子は もう里子に出 した方が

よ っぽ どええ んや!」 ってガ ーって言いはるん ですよ。・・普通 に考えた らね 下におばあちゃん夫婦が い

てるんやから 、ちょっと何日間か、預かってみ てくれはって、お母 さんが ゆっくりできた ら、また ちょっ

と頑 張ってみれるかなあと思えるんや けど。とてもそういう状況 じゃな くて、おばあ ちゃ んには頼 めな い

な って。 もうただお母さんを責めるばっか り。(K保 健師20年)

このお母さんね、出産の時ね、近所の産婦人科 で、上の子ど もを抱 いて出産しはった んですよ。誰 も

見 てくれる人が いないから 。産後 も手伝ってくれる人が誰 もいな くて。そして退院 してきた ら直 ぐ上の子

の面倒をみてはる んです、寝 てられへ んから いうて。(N保 健師17年)

夫 との結びつきの薄さ

母親 のほとん どは、生活のための経済的基盤 を夫 に依存 している。また、夫の育児支援
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はほとん どな い上、夫か ら子 育てが うまくできないことを責め られた り、話を聞いて もら

えなかった り、夫 との関係において も孤独 を感 じている。夫が子 どもを虐待する場 にいて

も夫の行為 を制止できない。また、母親 自身も夫との関係 に情緒的な安定 を求めていない

場合 もある。夫婦 として一緒 に生活を しているが夫 との関係は希薄である。

夫は出産前から 「厳 しく躾 ける」 と言っては叩 いた りしていた けれど も、自分 の子が できた らその子

が 可愛いみた いで、Tが 少 しいら んことをした りすると叩いた り蹴 った り、 リモコン投げつ けた りす

る。・・・「保健所に (子どもを) 施設に入れるための相談にいく」 と言った ら、「施設 にな んか入れる必

要 ないやろ!」 と言われただけ。なぜ施設 に入れようか と思 ったのか という話にもな らなか った し、夫の

厳 しい躾 けの話に もな らなか った。「施設にな んか入れる必要 ないやろ!」 と言われただけで、お母さ ん

(施設 に入れるという考えは) やめは ったみた いですけどね。だから 夫の子どもへの対応 のことな んか も

ちゃ んと話 せてな いし、お父 さんの子どもへの対応が変 わっ たということもな いし。(O保 健師9年)

近所づきあいができない

母親は、人 と気持ち をうまく通わせ ることができないので、近所 とも継続的なつ き合 い

はなく孤 立 している。 また保健師は、母親の子 どもへの対応 のことで近所 の人か ら苦情 を

聞か されている。

回覧板が回 されへ んのです。お父 さ んが回 しにいくんです。嫌やから 。何 でかと言うた ら、『トントン』

って行 って、「はい」 って渡 して、世間話をしながら か も知れ んけど、それが耐え られへ んのですよ。 マ

ンションの7階 やけれど、エレベーターで誰か に会 って、「こ んにちは、(子 どもさん) いくつ? どこ

の保育園?」 とか言われた時にしゃべるのが嫌 やから 階段登 るん ですよ。(近 所 つき合いは) ない。そ ん

なのあるわ けな いですよ。だから いっぱい要因があ るというか、この人のス トレスは、世の中の全てが し

んどいん ですよ。(T保 健師7年)

(2)<深 刻な心理的問題がある>

保健師がかかわ りを継続 して も、母親か らなかなか "し んどさ" が出なかった り、反対

にす ぐ何 で も話 し、全て依存 しよ うとした り、他の専門職 との関係が拡が りにくいという

対人関係の問題があ り、母親 自身のパーソナ リティが病理的であると感 じていていること

である。保健師は、母親が深刻な心理的問題をもって いる と考えている。

37



"し んどさ" が 出ない

一般に、 出産時や出産直後は実家や夫か らの実際的なサポー トがなければ乗 り切る こと

は難 しいと考 え られるが、サポー トがないということに対 して 「こんなもの」 とい う受け

とめであ り、母親 自らが大変さを訴えることをしない。心理的 にかな り重い背景をかかえ

ていると考 え られ るにもかかわ らず、その大変さを表出しないとい うことは、母親は 自ら

の感情を思 いや ることもできないほどの "し ん どさ" を抱えて いる と考える。

まあ、「しんどか ったのよ」 って言わはりますね。 でもどうしよ うもな くし んどいな んて思った らやっ

ていけないから 、「こう いう状況やね ん、私は」って思ってはる んじゃな いかな。これが 「と んでもな い、

こんな状況 で普通産 む人はいない」 いうふうに思 ってしまった らやりきれないじゃな いですか。(N保 健

師17年)

「こんな も んじゃないのかな」 ってすぐ言うのよ。「こ んな もんやと思 ってる」 って。 いろいろとしんど

いことあるやろうから 、具体的な ("し んどさ" が) 出るかなと思 って声掛 けをするんだ けれどもね。今

ま でずーっと思い出 しても 「(子どもが) 歩かないから しんどい」 っていうことを言っていた ぐらいで、

あ んまり 「あの子のこんなとこやこんな ことが嫌 な んです」 っていう、感 情は出 てこなか ったな。(L保

健師24年)

全てを依存する

対人関係にお いて、相手との距離 の取 り方がわか らないため、保健師 に援助を強 く求め

て きた り、毎 日長時間電話をかけ、 日常生活の細々 した ことや人間関係の些細な悩 みを相

談 した り、保 健師が母親 に関心を向けて くれている ことを確認するため、保健師に対 して

試 し行動 をとった りすることである。

このケースに関 しては、最初から 距離感がな くピタ ッと来た んです。だから ちょっとこのピタ ッは怖

いから 、もう少 し距離を持た さん とあか んと思 った いうのはあ ります。ピタッというか全 ての判断を私 に

依存 してきて 「これ ていい? これ でいい?」 って確認 してくる んです。(U保 健師11年)

(夏休みな子ど もがずっと家にいるので) それがま たしんどくな ってきた んです。「そ んな らまた (子
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ど もを) 施設だ入れようか」とか、「しんどかった ら病院に入院 しよ う」とのう話をした ら、「まだまだ大

丈夫 や、大丈 夫や」 と言うてて、7月20日 くらのかな、火曜日が休みの日 (祝日) があるんですけど。

私 も休み でのな くって、その時に薬飲ん で服薬自殺 未遂 をしてるん です。・・・私がここ (保健所) にい

な い時、いないということを言うたのがいけなか ったのかも 知れな いけれ ど、 「いないか ら精神保健福 祉

相談買 のところに電話 するよ うに」 と言 って休んだら 、その時 にも薬飲ん じゃっているん ですよね。(P

保健師35年)

関係 の拡 が りにくさがある

母親は、保健師以外の専門職や近所の人と人間関係をつ くって いくことが困難である。

母親 自身の治療のため心理職の面接を設定 して もなかなか約束の時間が守れなかった り、

直前になってキ ャンセル した り、保健師か ら次 の人間関係へと拡げてい くことが難 しいこ

とである。

(お母さん の治療 を) なん とかせん とあかんわと思 ったけど、なかなか いいところがな くて。保健所

の心理士を使 うわん手はないなと思 って、だけ ど、保健所の心理 (相談) はいつもすごくいつぱいなん で

すよ。そのすきまをぬ って入れ てもらって。お母 さんには最初の方の段階 で 「定期的にお医者さんに診 て

もらうとか、お話を聞 いてもらうよ うな カウンセリング を受け てもらうか もわか らへんよ」というのな言

うたん ですよ。それ で心理 のA先 生に 「こんな人 がいてるん ですけど、お願 のでまますか」って事前に頼

ん で時間 外に (予約 を) 取 ってもらったん ですよ。お金 もただ でねえ。でも3回 キャンセルがあって・・・

(K保 健師20年)

お母さんが、「またRさ ん話聞い て」 ってのうか ら、私は 「一人 では絶対無理やわ、お母さんいろいろ

心配なんやった ら、 もう少 し大 きい子を見 れる先 生に話 を聞いてもらった らどう？」 って言ったん です。

そした ら 「うーん、Rさ んだけ でええわ」って。新 しい人 に会 うのが苦手みた いなんですよね。新 しいと

ころに出 ていくとか行 くとか人に会 うのが ですね。 「もうRさ んだけ でええわ、よう聞いてくれるし」 と

言うか ら 「私も聞 くけど限 界があるか ら」とのうこと も一応伝えたん ですよ。そした ら一応 「判りまし

た」と。「それ じゃ予約入れ るね」って言って、入れたん です。でも9月 、10月 キャンセル で、11月 も 「や

っぱ りやめとくわ」 って。 また当日 に。(R保 健師23年)

(3)〈 子 どもを気遣えない〉
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子 どもは依存的な存在 である。特に保健師が支援 した母親の子 どもの多 くは、乳幼児早

期であ り日々のケアを全面的 に他者に依存 している時期である。 しかし、母親は子 どもの

気持ちに共感す ることが難 しく、泣きや行動の意味がわか らず、子 どもに対 して困惑 した

気持ちを持って いる。子 どもの行動が理解できず 、発達にそ ぐわない不適切な対応 をした

り、子 どもとの共感性 に乏 しく、叩 くという子 どもへの虐待行為 もしば しばみ られ る。一

方で子 どもと離れ、他の人に子 どもをみて もらうことは母親失格 という気持ち も強 く、母

親 役割への執 着がある。

子 どもへの不適 切な 対 応

子 どもの発達や発育、病気 についての知識に乏 しいため、子 どもに不適切な対応をした

り、子 どもを自分 の枠 に当てはめようとしたり、マニュアル通 りに育児 をしようとす るこ

とである。

1月 に訪問 に行ってお部 屋に入 った ら、むっと暑 くてね。肺 炎やから ということで、ス トーブ も入れ、

あんかも いれ て、大布団ま で着せられ て、汗 もいっぱ いか いて、むっとな ってたん ですよ。こんな暑か っ

た らよけいあかんよ って。あんかはいらん し、こんなス トーブ とかあんか いらん し、お父 ちゃん もお母 ち

ゃん も暑 いやろって言った ら 「うん」 っていうことで。それ で、から だ拭いて 着替えさせて ・・肺炎や

かも 、風邪引いてるか ら温めん とあかんって思ってたみたいですわ。 「そんな ことないんよ。熱が出 てる

上 にこんな ことした らよけいしんどいやろ。 いやがるやろ」 って言って。(M保 健師25年)

子 どもとの共感性 の乏 しさ

母親は、子 どもの食事や排泄などの生理的欲求に対する授乳やおむつ交換は、 日々の積

み重ねの学習 によ り支障なくできるようになる。 しか し、子 どもの 『抱 っこしてほ しい』、

『遊 んでほしい』 などの情緒的欲求を敏感に察知する ことは難 しい。そ の結果、子 どもへ

の対応がわか らないとい う状態 になっている。

最 近、子どもが後追 いをするよ うになってきたのでうっとうしいなあと思 ってるのよ、あのお母ちゃ

ん。お母ちゃんな りに 『うっとうしいわ』 って思いなが ら、(子 どもが) 後追 ってくるもんだ から仕方な

く買 い物にはバギーに乗 せて連れ て行ってるのよ。それまでは家に寝か したまま (放置 して) 行ってたの

よ。…だ から 訪問 していても、お母 さんから 積極的 に子どもに声をかけることはまず ないん ですよ。
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「二人だけのとき、あんた どうしてんの、声はかけてる、ちゃん と話 してる?」 って言った ら、「してる」

って言うんやけど。(保 健師 が) 行 ってる時、ほんま声なんかかけないもん。抱 くんだ って 「抱き」 って

言わないと抱かな いもん。 「これ しよ うか」 って言うても 「してみ」 て言わな いとしないもん。絶対 しな

い。(J保 健師27年)

子 どもへの虐待行為が ある

母親 は、子 どもの発達に対する理解 が乏 しかった り、情緒的に子 どもを受 け入れること

ができていな いため、激 しく泣かれた り、母親へ の後追 いや家の中の探索行動があると、

子 どもの行動 を制止す る手段 として叩 いた り、閉 じこめた りしている。 このような子 ども

への虐待行為 を母親の話か ら保健師が知る ことである。 これ らの話は、かかわ りの当初か

ら出て くるわけではな く、保健師 との関係が深まるなかで言語化 されて くる。子 どもへの

虐待行為 を保健師 に語 るとい うことは、母親 自身が子 どもに対 して どうして いいかわか ら

な くな り、保健師 に助け を求 めているサイ ンで もある。

「Rちゃんのことが いやにな った ら、叩いたりしちゃうの?」 「はい」って言って、 「した後どんな気持

ちになる?」 「それはすごぐ落 ち込むか らこんな本を読 んでいるん です」と言って、虐 待の本とか、人生

を見 つめなおす本とか、わ っと出 してきて (お母さんは) 全 部読んでた。それが自分 ではあかんと思 って

るとのう話 をするけれど、やっぱ り耐え られへんみた の、(子 ど もの) 泣き声には。「そういうときはどう

やって逃 げるの?」 と言った ら、(虐 待のことが) 出て きたん ですよ。(子 どもを) 縛 ってるとか。こっち

に追 って来 うへんように、ベランダに出 すとか。バスタオル でくるんだ りとか。(T保 健師7年)

お母さんは 「(子どもに) 腹 が立 つとイライラしてご飯 を食べさせないこともある」、「主人の帰 りが遅

い時は、私 と2人 だけだ から、この子ご飯食べな いの分か ってるか ら作 らない。」 「オモチ ャ箱 に閉 じ込め

ることは2日 に1回 とか、毎日のようにある」って。2、3時 間入れとくん ですって、 このくらいの箱の

中にね。 「叩いた り、蹴 った り、物投げ たりしてしまうし、指輪 も変 形するくらいに叩いてしまう」とか、

「お腹蹴って吐いた こともある」とか。「1回 やめようと思った けど、最近また蹴 ってる」とか、「踏み つ

けてる」とか。「煙草な押 しつけようと思 うけれど逃げる」とかね。「可愛いと思 うことはな いし、叩きす

ぎた後に、自己嫌悪か ら可愛 いと思 うだけ」 って。(0保 健師9年)

母親役割への執着

41



母親 として、わが子は 自分の手で育てなければな らないとい う意識を強 く持 っている。

そのため、子 どもを施設 に入れる と周囲の人か ら母親 として失格 と言われた り、子 どもに

恨 まれるのではないか という気持ちが強 く、子 どもと離れ ることに不安があった り、子 ど

もを上手にしつけることがで きないことに対 して自責の念 を持って いる。

お母さんな 「この子と一緒の空気を吸うのも嫌だ」 というくらいなん ですわ。そのくらいにな ってる

ん でずよ。だけ ど、なかなか手放 さないというのがあ って。…一 つ にはね、お母さんは、「そんなふ う

に (施設に入れた り) した ら、将来 恨まれるん じゃないか」子ども にね。いろんな事件があるじゃないで

すか、テレビで。そういう思 いがあって施設に入れきらない。(P保 健師35年)

2)《"し ん どさ" を軽減する》

母親 との関係 を継続 し、 〈つなが りの気持ちを示す〉ことで、少 しで も 〈母親が生活 しや

す くな るようする〉。その ことによ り、母親が持つ "し ん どさ" が少 しで も軽減 できるので

はな いか と考える。《"し んどさ" を軽減する》とは、つなが りの気持ちを基盤 に した母親

へ の生活場面での実際的で具体的な支援である。また母親の変化をお こすために 〈母親の

気持ち を揺さぶる〉積極的な働きかけを行 った りすることである。母親を専門的治療に結

びつ けることを試みた り、母親が保健師以外 と人間関係が拡が るように、 〈母親 の目を外に

向けた り〉す る。

(1)〈 つなが りの気持ちを示す〉

保健師 は、母親がおかれている状態が少 しで も改善されていくためには、母親 にとって

一 つで も人間関係が うまくで きた と実感で きるよ うなかかわ りが必要である と考 える。

〈つなが りの気持ちを示す〉 とは、指導的なかかわ りではな く、母親の気持ちを尊重 し、

人間 と人間のふれあいを大切 にしたかかわ りである。 このかかわ りは母親が 自らの力で生

きて いくことを保 障してい くものでもある。保健師は母親の "し ん どさ" の本質 を見極め

ることで、このつなが りの重要性 を認識 し、母親の気持ちを尊重 し、母親 の同伴者になる。

また、母親の行動に予測的 に対応 し母親がス トレスに感 じる出来事が生 じることを未然に

防いだ り、母親が身体的にしん どい ときは母親 に替わって育児 ・家事 を補完 した りしなが

ら、つかず離れず の位置にいて母親を見守 っていく。
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母親の気持ちを尊重する

母親は 自分 自身の未熟 さ、子 どもへの否定的感情 、子 どもを好きになれないとい う思 い

を持って いることを周囲か ら非難 されている ことが多い。保健師は、母親 が育児をしんど

いと感 じなが ら子 どものケアをきちん としていることを評価 し、訪 問の度 に母親ができて

いることを見 つけだ し、その ことをほめ、母親の気持 ちを尊重する。

まあこのお母 ちゃん、なんやかんや言う ても、お母さんが一人 で頑張ってるよ うな もん ですから 。「ま

ああんた ここまでよ く大 きくした じゃない」 って言って。「お母さん、頑 張ってるね」 っていうことを他

の人 から言うてもらった ことないと思うのね。 でもそれをこう, ほめてや りなが ら、認めてやりなが ら、

「あなたのや り方 でええとこもあんねんよ」っていうことも認めてあげ なが ら、親 も育てていくというん

かなあ。ほんまはほめるよ うなところはあんまり無 いですけど。ほんまは。(J保 健師27年)

訪問 で心がけた ことは、子どものことは絶 対ほめ て帰ってくる。保健師が思 ったプラスの感情を毎回

伝えてくる。これは保健師にとっては大変だ った。母親なマイナスのことをすごいエネルギーで言ってく

る。それを頑張って聞 いて、受けとめて、そのなかか らプラス になることを返 していくことは、ものすご

<し ん どいけど、頑 張 って返 す。お母さんが頑 張ってのることをなんとか見 つけ て返 していく。(T保 健

師7年)

母親の同伴者になる

母親 は、 自分の子 どもを可愛 く思えな いという気持ちをもっていることを夫や実母 、周

囲の人々に理解 されず、母親 としての役割で果たせていない ことを責め られている。保健

師は、一貫 して母親の味方であるという態度 を示 し続け、母親 を非難する世間の壁にな り、

母親が対応 しに くいところは一緒に対応 し、母親が 自分の力でできるように側面的に支援

を行 ってい くことである。

(学校 の先 生の) 家庭訪問があ ったん です。家庭訪問のときに先 生も多少事情は聞 いてるか ら、特別

な配慮をして話 をしてくだ さった と思 うん ですげれど、お母 さんがね 「この子のことが可愛がれないん で

す」って話 をしはった らしいんです。そした らそれを聞いて 「一日一回 くらいは褒め られるでしょう」言

うてね、「お母さんなんだから 、それが母親としての義務よ」みたいに言わはったん ですわ。それ でお母

さんプッツン来 ちゃって、 「この先 生な私のことを分かってくれない」 言う て、もう一切話 した くないと
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思 いはってん。で、次に懇談会があったん ですよ。それにお母さんな行かなか った。まあお母さんにな 「行

かな ぐてもいいよ」 って言うておのたけれどね。 「(学校 の) 先生にちゃんと話 して、先生に も可愛がれ

な いお母さんの気持 ちを分か ってもらえるよ うに、先生 も教育するからね」と言 っといたん ですけどね。

(P保 建師 35年)

それ で (子どもの施設入所につのて) 1回 おばあ ちゃんと話 し合いの場を持 とうということで、ご主人

とお母さんとお姑 さん と、お じのちゃんは仕事行 ってなったか ら、3人 で、1回 話 をしたん ですよ。(施

設にはおばあ ちゃん も) 一緒 に (見学に) 行ってもらって。 そうのう意 味でおばあ ちやん も説得した し、

「育児が出来 ていないのではな ぐて、やってる、やっていてしんどいか ら,子 どもさん の育児 ですごい体

もの も疲れ てはるか らね、やっぱ りちょっとこういう時期に (施設 を) うま く利用 したほ うが いいですよ」

って。(お ばあ ちゃんには) 「おばあ ちゃんにみ てもらった方が いいけど、それ では余計に (お母さんの)

気持 ちが落 ちつかない、誰 でもそうやと思 うし、お母さんとしての疫割 を果たすのが当た り前 と思われ て

いると、余計だ気兼ねがあるだろ うし」 と言って。(S保 健師 16年)

母親 のか を 潰 して対 応 する

かか わ りを継 続 す るな かで 、母 親 の行 動パ ター ンや 身体 的 ・精 神 的 な "し ん どさ" が 増

大す る時 が 理解 で き るよ うに な る。"し ん どさ" が 強 くな る前 に対 応 し、母 親 の混 乱 を少 し

で も少 な くす る こ とで あ る。母 親 が しん どい と感 じる よ うな出来 事 が あ っ た とき は、す ぐ

声 をか け、話 を聞 く。行 動 が予 測 で きるよ うにな るまで は 、時 には 母 親 の行 動 に振 り回 さ

れ る こ ともあ るが 、そ の ことで母親 を責 め な い。

だいた のこの人が ストレスな ことって大体わか りますよ。だか らそつか ら聞 く。何がス トレスとは聞

か へんけれ ど、子ど ものことやった ら 「子どもどう?」 とか。「おば あちゃんか ら最近は連絡あった?」

とか。 「おばあちゃん、土 日来は った?」 こっちのおばあ ちゃん、よく来 るん ですよ。「来ました」とか、

逆だ行 くときもあって 「おばあちゃんとこへ行ったん です」とか。「大変 やったね」 「大変やった」とか言

うか ら。(T保 健師7年)

(お母さんが しんど くなる時は) だいたい分か りますもの。(子 どもが) 長期 に家 にいることがある時。

子どもに弁当がいる時 とか、わか ります。お母さんが負担になることがあるときは悪くなるん です。そう

いうパタ ーンが分か ってきてるか ら。・・これな行 ってゆっくり話を聞かなあかんなという時は行った り
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してますし。・・「一遍、施設に入れ てみるというのも、・・お母さんの気持 ちとしてなどうなのか。私か

らした らお母 さんが助か るやろうと思 うんだ けれども、一遍そういうこともしてみた ら」とお母さんにも

言うんだけれど。(p保 健師35年)

家 事 ・育 児 を補完 す る

母 親 が 身体 的 に しん どい状態 に ある とき、一 時的 に育 児 や家 事 を 引き受 け 、母親 に実 際

的 な ケ ア を提 供す る こ とに よ り身体 的 "し ん どさ" の軽減 を図 る こ とで あ る。

訪問 した時にたまたま 「(つい最近) 流産したんや」 っていう話 をしはったん ですよ。その間 も下の子

は (誰にも) 預けないで自分 でみ てたん ですげれ ど。どうもしん どそうな顔 をしててね、上の子が通園施

設か ら帰 ってくる時間 だったの で 「お姉 ちゃん今日な私が いつぺんお迎えに行 ってあげるわ」 って、「そ

の間お母さん、ゆっくりしとった らいいよ」ってお姉 ちゃんのお迎 えに行きま 乙たね。(I保 健師21年)

困 ってて、「食べられへん」とか,「 作 られへん」とか言う時にすぐ行 って、助けてあげたりとか。一緒

に作るん じゃな くて, 彼女が しん どくて作れなのときあ りますもんね。だから材料を出 して、彼女が料理

とか考え てることが結構あるので、それを作ってあげたりした こともあ りますよね。しょっちゅう作って

あげ てはな のですよ、本当に、どうしても彼女が どうしよ うもな いときにね。(P保 健師35年)

つ かず 離 れず の位 置 に い る

そ の時 点 そ の時 点 で母 親 の気 持 ち を聞 き続 け、 関係 が途 切れ な いよ うに して い く。 しば

らく家 庭 訪 問で きず 直 接 母子 の会 う ことが で きな か った として も、母親 の こ とをず っ と気

にか け、 母親 に関心 を持 ち 続 ける ことで あ る。

下の子た ちの妊娠、出産の間な気にな りなが ら、度 々はよ う出向 いて行けなかったけど、(関 孫を) 切

らずにおれ てたというのは、私 の中でな、この子をやっぱ り『学校行 くところまでは切った らいけな いわ』

とのう意識があるか ら。長 のこと間 があいてたんやけども 「どうしてる、久 しぶ りやんか」と言って声を

掛けることもこの親には できた のよ。(L保 健師24年)

(2)〈 母 親 が 生活 しやす くな るよ うにす る〉

母親 は 、す ぐに改 善 す る こ とが 難 しい実 母や 夫 との関係 、自分 自身の問 題 を抱 えつ つ 日々
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生活 して いか な ければ な らな い。母 親 が今 の生活 を少 しで も しやす くな る よ うに 、家事 や

育 児 につ いて で きるだ け具体 的 な 内容 を把 握 し、 母親 にで き る方法 で指 導 して い くこ とで

あ る。母 親 に 自信 を もたせ る ことを 目標 に、 母親 の 生活 空 間 を整 え、 わか りや す い方法 を

示 して い く。そ の際、母 親 の生活 の枠 組 み を崩 さな い よ う に進 めて いる。

母親 に 自 語をもたせ る

一 般 的 に考 えれ ば、 で きて 当然 と考 え られ る こ とで つ まず いて いる母 親 も多 い。 また、

今 まで の生活 のな かで 人 に認 め られ た り、成 功 した りと い う体験 を持 って い る こ とも少 な

い。母 親 がで きた ことを きちん と評価 して ほめ 、自信 を持 て る よ うに して い く こ とで あ る。

で きる ことは でき るだ け母親 にさせ 、後 で 確認 す る。

私は (ほめるのも) 意図的にやってるねん。あの家に行 くと,最 近きちん とプランターに花が植え られ

ているよ うにな ったんよ。これ も変化や で。洗濯物もビシーッとちゃんと朝から干してあるねん。それか

ら布団 も干してあるねん。『ああちゃん とやってるなあ』 と。最近花が咲き始 めて、 このあのだ家に行 っ

た ときに 「あんた 『きろう』の歌が好 きと言うてたなあ、(マ ザーグル ープの) BGM孫 あんた やか ら、

こん ど 『きろろ』必 ず持っていらっしゃい。それと、ここに咲いてる花、何でもええか ら、食卓にかざる

か ら持 っておいで」って2つ の宿題を与え ておのたわけ。・・そ した らその2つ きっちり果た した でしょ。

『きろろ』持 ってきて、お花な百日草やったわ、3輪 ほどしおれ てたげど持 ってきてね。「いやあ、これ

Fさ ん とこの庭 に咲 いてるねん」ってグループのみんなに言うて、花 を育ててのる彼女に対 してそういう

評価する場面をどこで作ろうかと、意図 してやってるのよ。(Q保 健師33年)

母親 の 生活 空 間 を整え る

母 親 が感 じて い る育児 や家事 の負担 が 少 しで も軽 くな り、母親 の 生活 が 少 しで も しやす

くな る よ う に環 境 を整 え てい くこ とで ある。 母親 の状 況 をみ て、時 には子 ど もを施 設 に預

け る こ とを提案 す る。 保育 所入 所 を勧 め る ことは、多 くの保健 師が 行 って いた。

「ああそうか,お 母 さん、だ いぶ しん どいんやな」と言うて。「1回お母さんと一緒に、施設に預ける

ことも含めて考え てみな の?こ れか らどんどん手のかかる時期だし、事故は起 こるし,お 母さん こんだ

げ一所懸 命やってても、事故起こって何かあった らな、せっか くここまでやったのに水 の泡やんか」とか,

そうのうこれか らちょっと大変な発達の時期ってのう話 を出 した ら、やっぱ りそうのうのはすごい不安に
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な るみた ので、・・「どこか に預けて、1, 2カ 月、ゆっくり離れ て、お母さん もした のことして、それか

らまた考え ていくのもいいやん?」 って。(S保 健師16年)

わ か りや す い方 法 を示 す

一 人 一人 の 母親 の "し ん どさ" の状 況 にあわ せ、 子 どもへ の対 応 や家事 につ いて理解 し

や す い言 い方 や 実行 可 能 な方 法 を具 体 的 に教 え る ことで あ る。 そ のた め には、母 親 の生活

状 況 をよ り具体 的 に把 握 して お く ことが必 要 で あ る。 母親 自身が行 って いる方法 を聞 きだ

し、母 親 のや り方 を否 定 す るので は な く、 母親 のや り方 に合 わ せて 教 え る。

「(子どもが) 歯磨 きを嫌が るげどどうしよ う」 って聞いてくるの で、「(子 どもに) 触 るのいや?」

って聞 のた ら 「お風呂ほどいやじやなの」って言うので、 「じやあ触れ る?」 「触れる」、「じゃあ抱っこし

てあげて、こうやって一緒だやってあげた ら」 とか のう感 じで話 してあげ てね。(T保 健師7年)

トイレだ行 ったあとの手をお母さんの服だ擦 りつけるん ですって。それを 「やめなさい」って怒 って、

4時 間立た せた って、外 に。でも怒 って立たせたあとに親子関係をもう一回 もどすやり方 をやってないん

ですよ。私が 「そのあとSち ゃんに、『ごめんね長のこと立たせて』 って言ってあげた?」 って聞 いた ら

「言ってなの」 って言うか ら,「言ってあけよ うね。 いきすぎたことをした時なお母さんか らもこあんね

って言ってあげよ う、(子 どもを) 叱 ってもいいか ら後をきっちクフォローしてあげ て、きちっと自分の

方 に引き寄せて おいてあげ ないと、子どもな叱られっぱ なしゃで」 って。(R保 健師23年)

生 活 の枠 組 み を崩 さ な い

支 援 を行 う時 、母 親 の 生活基 盤 を崩 さな い ことを前提 に行 うこ とで あ る。 自転 車 に乗 れ

な い母 親 には歩 いて い け る方 法で 、経 済的 困 窮 が ある場 合 は 、交通 費が か か る遠 距離 の機

関 は紹 介 しな い。 治療 は 、子 ど もの乳 幼児 医 療助 成 が受 け られ る年 齢 の とき に行 う。

「まだ身長の伸びが悪 いな」とのうことを (幼稚園) で言われ て、6歳 までの乳幼児医療 が使える時,

入院 費が 無料の時 に行 っとかなのと、お金ないつも苦しいか らね、親 子5人 の生涯に もうアクセクしてる

か ら。 「12月までやった ら今がチ ャンズや」 って言って、 ホル モン注射打つんやった ら小児慢特 (小児 慢

性特定疾患) にした らいいねんけど、入院の費用 もいらないようだ しよ うと思 って、それ で話がどん どん

と進ん で夏休みの終わ りだ入院 できるような段取 りを設定 して、市立病院の先生に もお願 いに行って入院
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してもらったんだけど。(L保健師24年)

(3)〈 母親 の気持ちを揺さぶる〉

支援 を継続 して も生活 に変化がみ られ にくい母親 もいる。そ の場合は、母親に受容的 に

接す るだけでな く、母親 の気持ちを揺 さぶるような働 きか けを行 う。 リミッ トセ ッテ ィン

グ をした り、母親 が自らの "し んどさ" を言語 化できるように促 した り、子 どもや母親の

問題 に向も 合わ せ たりしなが ら母親 の変化を待つ。

リミッ トセ ッティングをする

リミッ トセ ッティングとは、心理治療において治療者がクライエ ン トに治療環境 の構造

やルール をは っき りと明確 に提示する ことである (西澤, 1997)。 ここでは、保健師が母親

と信頼関係が取 れてきた と判断できたとき、保健師の都合を伝えた り、一般常識的な方法

で対応 した りす る ことである。母親が保健師以外の人と関係 を結んでいけるよ うになるた

めの基本で もある。

(それまで 保健師は母親からかかってきた電話をエンドレスに聞いていたが)「あんたな、人になや

っぱ りその人の 都台というものがあるから、電話の向こうをあんたは見えへんやろけど、みんな都合をも

ってる、あんたが友達に電話したら友達はやさしのから、あんたの話を聞いてくれるけど、何か用事をし

ててそれを中断 してるか も分からない。あんたなそこまで分かりなさい。私だって、あんたのことばか り

関わっておられへんのやからな、あんた電話な20分 だ乙よう」って。 「20分 はちゃんと聞いてあげる。

20分 越 えたら私はもう20分 きたよってちゃんと切るからそのつもりで電話 してきなさの。それでもよ

か ったら電話受けます」 って。(Q保 健師33年)

"し ん ど さ" を引 き出す

"しんどさ" をなかなか言語化できない母親に対 して、現実 に母親がおかれている状況

は しんどいもので あることを伝 え、母親の気持ちが少 しで も楽 になるよ うに "し ん どさ"

の言語化を促す ことである。

お母さんな、今振 り返 ってあの時のこと、「しん どかった」 ってな言わな りますね。「お父さんが、子

どものことを好 きじゃな くってしんどか った」って。ても、私にお父 さんが どうこうした(子 どもを虐待
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した) と言うことは、言わはらへんですよ。でも、「この子を産んだことをお父さんは嫌と言ってたし、

それがとてもしんどかった」って。(N保 健師 17年)

子 どもや母親 の問題に向 き合わせ る

母親が気 にして いる子 どもの問題や、母親 の行為を保健師は改善してほしいと思 ってい

る ことを正直 に伝える。母親が問題 を認識する ことで本質的な解決策 を母親 自身が考える

ことができる ことにな り、母親のエ ンパ ワメン トに結びついて いく。

今年の2月 ぐらいの時、「あんた、自分がイライラしているとき子どもをよう叩くな」とか、「見てみ、

あんたを怖がって逃げてるやん」とか言うてたんですよ、私。そういう風な間柄になってたから、「あん

た、今までの経験から、お金がなくなったらYち ゃん叩いてたやろ。だから今子どもと家を出てしまった

ら、お父さんからのお金が一銭もないし。あなたが仕事を探して今から始めようと思ったら、Yち ゃんが

いたら無理と思わへんか、今までだって、Yちゃんがいるから就職 できへんかったんやろ」って言ったら、

「うん、無理、絶対無理やわ、だから私1年 ぐらい働いて貯金するから、その間 (子どもを) 施段に預け

るわ」いうて、施設にいれたんですよ。(G保 健師 25年)

(4)〈 母親 の目を外 に向ける〉

母親 の気持ち を揺 さぶって も、子 どもへの対応が大 きく変化する ことは少ない。しか し、

子 どもが成長 した り、母親 を取 り巻 く環境が少 しずつ変化 した りする ことで、他の機関の

専門職 とコンタク トが取 りやす くなる時期 がある。その ときに保育園の親子教室な どにい

くために母親 と子 どもを家か ら連れ出 した り、母親自身のカウンセ リングのために治療 機

関を探 した り、保健師以外 に母親の理解者を増やすように し、母親の人間関係を拡げ る。

母親 と子 どもを家か ら連れ出す

家のなかに母親 と子 どもだけでいることが、子 どもの発達 にとっても母親 自身にとって

も望 ましい ことではない と伝 え、母親が子 ども と一緒 に行 ける場所 を探 し、実際にい くこ

とができるように働 きかけることである。

そんなにお母さんだけで頑張らなくてもいいんだよ、ほかにも病院の先生、保健センターも相談にの

ってくれるし、子育てのことをやってるサークル もあるし、保育所に入れるって方法もあるしと言っても、
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外に気持 ちが 全然向かなか ったん ですけどね。子どもが家 の中だけ で体力砂に も我慢 できな くて、外 で走

り回るのが好 きにな って、お母さん もだんだん外にね、気持 ちな動 いていくよ うにな りましたね。やっと

お母さん も外に出 ていこうって気持 ちにな って。保育所にそのまま入れ てしまうのは、お母さんにその気

持 ちがな いけど、「保育所が園庭開 放をしているか ら、そこへ行ってみよ うよ」 って言って、最初は自転

車 も持 ってなか ったんだけ ど、自転車 も貫 って、「これ でやっと、いろんなところにつれ ていける」って。

(N保 健師 17年)

母親 の治 療機 関 を探す

支援 を続 け な が ら、 保健 師 は母親 の ため の精神 的 ・心 理 的治 療 がで きる機 関 の こ とを常

に意 識 して いる 。保 健 師 の支 援 によ り、子 どもへ の対 応 は幾 分変化 が見 られて きて も、母

親 の根 本 的な "し ん どさ" の軽減 にな っていな い こ とを感 じて いる。 母親 の 日常生活 で の

変 化 をみ なが ら、治 療 機 関 を勧 めた り、母 親が継 続 して通 う こ とがで きる機 関 を探 す。

長い経過 のなか で、私一人 ではよう持たん と思 ってて、誰か専門の人に紹 介てきへんのかな って思っ

ていたんだ けど。おれへん でしょう。ほんまにそういう人 って居 てないって実感 してね。でもお母さんを

何か専門的なところの繋 ぎたか ったん ですよ。F病 院 のK先 生のところだ った ら電車一本 ていけるし。お

母さんな しんどい気持 ちをどこかで整理したいとは、な っきり言わへんのたけ ど、「お母さんのしんどい

気持 ちだ、もしか した ら何か解決策があるか もしれな いし、私はその専門 てなな いし、何か してあげたい

げど、子育てのこととかな相談にのれるけど、もしあれだ った ら専門の先生のところにいってみる?」 っ

て言った ら 「行 きます」 って。(T保 健師 7年)

母親 の人 間 関係 を拡げ る

母親 が 保 健 師以 外 と関係 が とれ るよ うに、一般 常 識 的な対 応 方法 を教 えた り、母 親 の 了

解 を得 て 、他 機 関 に紹 介 した りす る ことで、母 親 の理 解者 を増や して い く ことであ る。

主在児童委員さんとか隣 近所の人 とか今までこのお母さんとかかわ りのある人、それこそ、最初に担

当 してくれた布の保健師さん とかにうまい時期に紹介てきればと思 うんだけど。私とのつき合いに もちょ

っと時間 がかか った ので、ほかの人とっき合うときそういう関係が とれるかどうかというの もちょっと心

配 で。てもお母さんに も了解 をとって 「この人な私が紹 介する人やし間違いな い」っていった らいけるか

もしれないなと思 っています。最近よ く 「・・子育てやお兄 ちゃんのことで大変なときに、保健所な土 日
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休みやし、Uさんないつ電話しても出張してるし」って言われてるし ・・(U保健師 11年)

3) 支援 内容 の拡 が りに関連する要因 〈母親の生活上の変化 に着 目する〉

保健師は、母親への 《"しん どさ" を軽減 する》支援 を進めて行 く際に 〈母親 の生活上の

変化 に着 目す る〉 ことを行っている。母親 の "し んどさ" が少 しずつ軽減 されてい くなか

で、子 どもへの対応が うまくなった り、母親が 自分のために行動できるよ うになる。身近

な変化 としては子 どもとの関係がある。母親の育児技術が身に付 くということは多 くの保

健師が感 じている。子 どもへのまなざ しの柔 らか さな ど情緒的な関係 に変化が感 じられる

母親 もいた。孤立無援か らの変化 として、世間との結びつきができていた。母親自身の変

化は、自らの "し んどさ" が言語化できるよ うになる。母親の変化は顕著 には現れ にくい。

そのため、保健師は母親の "し んどさ" の状況や程度 に合わせ、時間をか けた個別的な支

援 を行 う。

育児技術 が身 に付 く

母親は、保健師が手取 り足取 り教える育児技術を時間がかか りなが らも習得 し、子 ども

が生きていくために必要な授乳やおむつ交換はできるようになる。 これは保健師が支援 し

た多くの母親 に見 られ、保健師は、母親が子 どもの命の保証 という最低限のことができる

よ うになった ことを実感 している。

7ヶ 月、8ヶ 月になっても、子どもを棒抱きっていうか、ちゃんと抱けないんてすね。それとか肩に

担ぐというぞんな抱き方て、健診に来 てもみんながはらはらするような感じで、他のスタッフも「大丈夫

なんですか?」 ていうぐらい無造作で、全然子どものことに気を使わないでしちゃうとこがあるんです。

それでもね、離乳食なんかを私と一緒につくるじゃないですか、ほんで食べさせるのなんかね,「ロあー

んしてなんて、Gさ んみたいに上手にできへんは」と言いなが らもね、「はい」とかいってね、ちゃんと

食べさせるとかね、そういうのができるようになって、随分母性が育ってきたなって感じます。(G保 健

師 25年)

子 どもへのまなざ しがやわ らか くな る

育児技術が身に付いて も、子 どもとの情緒的関係の改善にまで至 る母親は少ない。 しか

し子 どもが成長 し対応 しやす くなった り、保育所な どの社会的資源 を利用する ことで、子
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どもへ 向 け られ て いたイ ライ ラが減 少 した り子 どもへ の対 応 が変化 して くる。

(保健所に) 子ど も3人 連れ てくるのに、3人 自転車に載せてくるのよ。一人 を前バンドで抱 っこし

て、兄 ちゃん を後ろに乗 しで、真ん 中の 子を前に乗 して4チ ャリで来るわけよ。その時とか の様子を見 て

てもね、「あんた (兄ちゃん) は歩 いて来た らええやんか、大 きいねんか ら」 とか 「ゆっくり走 るか ら、

かけっこでついてお いで」っていう感 じでも無 くって、私が努 力してやった らいいんやわ っていう感 じも

児受けられるし。・・4年 前に会うた時 「あの子何すんねん」 っていうふ うに、母 も子も視線 を冷た く交

わ していたよ うな ところが、柔らか いまなざしに変わっているよ うに思 うし、子ども側からのアピール も

「お母 ちゃん こん でええの」っていうような感 じの、(子 どもの) 萎縮の仕方 っていうのは4年 間 の中で、

非常だ緩ん できたよ うな感 じを受けるか らね。(L保 健師 24年)

世間 と の結 び つ きが で き る

母 親 が 自分 に合 う治療 機 関や治 療 者 と結 び つ いた時 、母 親 の内面 の変 化 は母 親 の生活 の

変化 に まで影 響 を及ぼ し、社 会 とのつ なが りがで き る こ とで ある。 回覧 板 を持 って い く こ

とさえ で き なか っ た母 親 が 、 自動 車 学校 に通 い車 の免許 を取 る こ とがで き た り、保 健 師 と

の安 定 した 人間 関 係 が続 く ことで仕 事 に いけ る よ うにな った母 親 もい る。 しか しこの変 化

は永 続 的 な もので は な く、 日常 の些 細 な こ とで 続 かな くな って しま う こともあ る。 保健 師

はそ の こ とを考 慮 しなが ら継 続 した かか わ りを続 けて い く。

この人仕事 してるの今。月々約〇万円 くらいの稼ぎをしてるん です。 「ヤクル トを配る」って言うてた。

この頃な朝早 く起 きて、夫のお弁当まで作るようにな った。それから子どもを起 こして集団登校のお姉 ち

ゃん を出 して、保育園に子どもを連れ ていって、保育所のとな りがヤクル トの集配所なんやて。それ でワ

ーッと自転車 で配 って。・・・そした ら近所のおば ちゃんが、「この頃あんた元気になったなあ、何 してん

の」と言うて。 「ヤクル ト配 ってんねん」 って言うた ら、「あんたのヤクル ト、私のとこも買 うか ら、持 っ

ておいで」 って。それ でまた1名 お客が増えた って。(Q保 健師 33年)

"し ん ど さ" を言 語化 で き る

母 親 が 自 らの "し ん どさ" を言語 化 で き る とは、保 健師 と話 をす るなか で 自らの 問題 の

本 質 に気 づ くこ とで あ る。 この段 階 にな る と母親 に治療 につ い ての話 しをすす め る ことが

で き る。 自 ら助 け を求 め る こ ともで きな か った母 親 に とって 大 きな成長 で あ る。
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子育てって何にもしてないのよね、彼女自身な。だけ ど気持 ち砂になすごくしてるつもりにな ってはる

か ら、しんどか ったみた いね。現実に、あの離乳食 を食べさせられへんか ら普通食食べさした りとか、朝、

保育所の送 っていくことだ けしか してな いのに、それが すご くやっぱ り本人 には負担だ った のよね、それ

を言語化 しなじめた、彼 女自身がね。期起きられへんのに連れ ていくのが しん どいとか。そ ういうときに

はお父 ちゃんに連れ ていってもらう段取 りしてるけど、気持 ちの上 では、本人 なせなあかんと、いいお母

さんにな りたいと思 ってはるか らね。・・・その後入院 を2回 してるんだ けどね 、それな (この時 点では)

育児か ら逃避させるというかた ちだけどね。(F保 健師 23年)

53



V 考察

1. 虐待問題 をもつ母親の "し ん どさ" に着 目した保健師の支援の重要性 と課題

本研究か ら、保健師は虐待問題を持つ母親の"し んどさ"に 着 目し、"し ん どさ" に気持

ちを寄せ、"し ん どさ" を軽減 していくための支援 をお こなっている ことが導き出された。

ここでは "し ん どさ" という一見捉えがた い概念に気づき、支援 していくことの重要性 と

"

しんどさ
"

 を軽減する支援における保健師の専門的実践能力について考察する。

1) "し ん どさ" がある ことに気づき支援 してい くことの重要性

一般に虐待の背景要因 として、ペア レンテ ィング技術 、親のアルコールな どの精神障害、

被虐待歴、社会 的孤立、10代 の妊娠、低学歴、経済的ス トレス、シングルペアレン トな ど

が認識され、それ らの項 目を含めた リスクアセスメン ト指標やチェックリス トなどが開発

されてきている。(Murryら, 2000; 加藤, 2001; 子 ども虐待予防地域保健研究会, 2002)。

しか し、1回 の家庭訪 問や健診時の相談場面で背景要因を察知する ことは難 しい。まして、

重篤 な問題 を抱 えて い る母親ほ どそれ らを明 らか に して い くには時間がかか る (村瀬,

2001)。 本研究 の対象者にも、低 出生体重児家庭訪問は していたが虐待問題が あることをそ

の時点では察知で きず、後で医療機関か らの連絡で把握 したケースがある。熟練 といわれ

る保健師において も [何か気 になる] という思 いを残 しなが ら訪問を終わることがある。

しか し、そ こで保健師のかかわ りが切れて しまったら、親子は家庭 という密室に取 り残さ

れて しまい、生命 の危機 に瀕する虐待が生 じるか もしれない。保健師がその親子 とのつな

が りを止めてお くために [何か気 になる] と感 じた思いを重視することが必要である。 し

か し、[何 か気 にな る] という思 いだけでは 日常の煩雑な業務 をこな しなが ら、優先的に気

になる母子 を位 置づけて いくことには難 しさがある。継続 したかかわ りを始めるための原

動 力となる積極 的な理 由が必要である。本研究か ら導き出された"し んどさ"は 、一目で

捉 えやす い概念 ではな く、Appleton (1994b) が示 した脆弱性 (vulnerability) に近 い意

味を持つ。しか し、"し んどさ" という脆弱性 を虐待の母親 を理解する主要概念 として位置

づけることによ り、支援 の対象 と方法に変化がもた らされ る。支援の対象 とは、母親 に対

する支援 の必要性 の積極的認識であ り、虐待の被害者である子 どもだけでな く加害者であ

る母親に向けることが可能 になる。支援方法の変化によ り、保健師か ら一方的 に行 う支援

ではなく、母親の"し んどさ"に 気持ちを寄せ、母親の立場で、個別性 を重視 した支援 を
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考えてい くことができるよ うになる。中村 (1999, p103) が 『ボ ランティア運動 につ いて

の 〈ヴァルネ ラビリテ ィ〉傷つきやすさへの積極的な着眼』 と述べていることに通 じる。

この 《"しんどさ" がある ことに気づ く》ことは、本研究で面接 した保健師のほとん どが

行っていた。これは保健師 としての平均経験年数が21.6年 という熟練保健師が対象であっ

た ということが大きな要因であると考え られる。ベナー (1999, p100) が 『熟練看護婦は、

自分では病気を体験 していな くて も患者の生き抜 いている意味と関心 に近づける』 と述べ

ているように、熟練保健師は、母親 の複雑な生活背景を体験 していなくても、今 までの経

験 の中から母親の気持ちに近づ くことができ、《"し んどさ" があることに気づ く》ことを

可能 にしていると考えることができる。言い換 えれば 、"しん どさ" という母親 の脆弱性に

気づ くことができることが、熟練であることの一つの要素 と捉えることができる。保健師

は、母親の "し んどさ" という脆弱性 に気づ くことによ り、母親へかかわ ることを自ら選

択 し、[気 になる] とい う保健師の感情 レベルで とどめるのではな く、母親の困難な状況 を

"しんどさ" があると捉 え直 し、支援を展開し始めるのである。《"し んどさ" があること

に気づ く》 ということは、まさに虐待防止活動にお いて保健師 に期待 されて いる虐待の早

期 "発 見" にあた り、それはかかわ りを前提 とした積極的意味をもつ と考 える ことができ

る。

次に、《"し ん どさ" があることに気づ く》ことか ら始 まる支援について考察す る。支援

はまず母親の "し んどさ" を理解 し、かかわ りをもつ とい う 《"しんどさ" に気持ちをよせ

る》 ことか ら始 まる。 この支援 のなかで保健師は、保健師 自身のなかにある知識や技術 を

武器 にしたかかわ りと母親の個別性 を尊重 したかかわ りを行 う。前者のかかわ りは、保健

師が支援を展 開する場の固有性 に委ね られる。それは、支援が母親の生活空間という家庭

に出向いて行われることが多 いか らである。家庭訪問という母親の器 の中に入 り、保健師

が手にしているものは医療器具でも介護機器で もな く、子 どもの発育 ・発達に関する知識、

育児に関す る知識、子 どもへ のケアの技術 、母親の話 を聞 くという技術である。それ らを

母親 の生活空間の状況 に合わせて用い、保健師は母親 に、保健師が信用できる存在である

ことを示す。 これは、SmithBattleら (1997) が 自分 自身のなかにある技術 を用 いて支援

の糸 口を見つけだ してい くと述べていることと共通 している。

後者の母親の個別性 を尊重 したかかわ りにお いて保健師は、母親の "し ん どさ" が個別

的で あること、"しん どさ" は他 の母親 との相対評価で もな く、保健師 自身の経験 に基づ く

価値観か らの評価でもな くあくまで も目の前 にいる母親が感 じている "し ん どさ" であ り、
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他 と比較する ことはで きない ものであることを認識 している。そのため保健師は、母親が

感 じている "し ん どさ" の程度や状況に合わせてかかわ りを変化 させ ることができている。

しか し、虐待問題にお いて、虐待者である母親の脆弱性である "し ん どさ" に焦点 をあ

てたかかわ りには障碍が伴 う。一つは 「なぜその母親 だけに特別の支援 を行 うのか」とい

う保健師の個別支援でよ く問われる問題である。 これはSmithBattleら (1997) が、母親

の要求 に合わせた支援を同僚や上司に理解 しても らうことの困難性 を述べていることとも

共通す る。サー ビスの公平性 という捉え方 をすれば、特定の母親 に特別な支援 を行 うこと

は公平性を欠 くとされ、母親への実際的な支援 の障碍 となっている。しかしこの解釈は、

公平性 をサー ビス提供側か ら捉えた考 え方である。サー ビスの受 け手である母親側か ら捉

える ともう一つの解釈が必要である。"しん どさ" を持 っていると思われる母親の多 くは自

らサー ビスにアクセスで きない状況にある。彼 らは、 自らの "し ん どさ" を言語化できな

い深 い心理的問題 をもって いるため、援助 を求める ことす らできない状況にある。サー ビ

ス の公平性 を、アクセス方法 も含めて考えていく必要がある。本研究の結果か ら、保健師

は彼 らに個別 的で、時間 をかけた支援 をお こな っていることが導き出された。それは、サ

ー ビスを受け手側か ら捉え ることができているか らである。《"し んどさ" に気持 ちを寄せ

る》支援 とは、サー ビス にアクセスす ることが難 しい母親 に、時間をかけた特別な支援を

必要 としている対象であるという認識 を持ち、母親 との相互作用のなかで母親の状況を理

解 し、必要 と考え られる支援 を実践 していくことに他な らない。

もう一つの障碍は、母親に気持ちを寄せす ぎるため に肝心の虐待されている子 どもの姿

がみえな くなる危険性である。本研究で面接 した保健師 も、子 どもが体重増加不良になっ

ている状態がわかっていなが ら子 どもの体重を確認 しなかった り、子 どもの傷 を母親の虐

待 による もの と捉えた くない とい う感情が あった ことについて言語化 して いる。Jones

(1995) も専門職が陥 りやす い危機 として否定 (あ の母親が こんな ことをするはずがない)

や万能感 (あ の母親の ことは自分が一番 よく知 っている) などを示 している。虐待 の対応

には子 どもの保護 と虐待予 防のための親 の支援 とい うジレンマがつきまとう (Taylorら,

1989)。 そのため、単一機 関だけのかかわ りで解決 を目指す ことは難 しい。虐待問題が単 に

保健 ・医療の課題ではな く、幅広 く司法、福祉、教育な どを含めて考えてい くことが必要

であ り、関係機関 との連携 が不可欠であるといわれる所以である。本研究は、焦点 を母親

への支援 に絞 ったため、関係機関 とどのように "し ん どさ" を共有、連携出来ているかに

ついては分析で きていない。子 どもの保護 と子 どもと家族への支援を両立 していくために、
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子 どもと親にかかわるさまざまな関係機関の専門職の連携 について検討 していくことが今

後 の課題である。

2) "し んどさ" への保健師の専門的実践能力を発揮 した支援

《"しんどさ" に気持ちを寄せ る》支援 を継続 していくなかで、母親 の "し んどさ" の本

質が浮かび上がって くる。本研究の対象者が支援 した母親 の多 くは、家族か ら無視 された

り、厳 しく叩かれて育 った りという被虐待経験 を持っていた。生育歴 ・生活歴が複雑であ

り、親族や近隣か らも孤立していた。Kempe (1978) が示 して いる虐待が生 じやすい条件の

なかの、子 ども時代に大人か ら愛情 を受けていないや社会的孤立状態 に当てはまる。 この

よ うな経験は母親 にとって大きな心的外傷 となっている と考え られる。心的外傷は長期的

に残 り、そのため、親 として必要な態度や技術や子 どもとの情緒的交流 を身につけること

がで きなかった り、親密な人間関係 を形成 した りすることが困難である (西澤, 1999)。 心

的外傷 をもつ子 どもや親への治療や支援 に関す る研究が行われてきて いるが、保健師が支

援 して いる母親の多 くは、専門機関で心的外傷 と診断され治療が行われているわけではな

い。母親 も自らの問題 を自覚 し、治療 を求めているわけで もない。保健師は、母親が専 門

機関での治療 に至るまでにかかわ りを持つ職種である。言い換 えれば、 自ら治療 を求める

ことがで きる母親は、保健師の目の前には止ま らず通過 してい く。保健師はそのような母

親で はな く、 どの機関 にも関わ りを求 めてい くことができない母親 を見いだ し、対象にし

ている。

深刻 な心理的問題を持ち、孤立無援の状態 におかれ、子 どもだけでな く自分 自身をも気

遣 うことができない母親 には、その人の支えとなるよ うな 『人間関係の意味の再建』が必

要で ある (ベナー&ル ーベル, 1999, p408)。 ハーマン (1999, p205) が 『心的外傷 の中核は

無力化 と他者か らの離断であ り、回復 は孤立状態においてはお こりにくく、人間関係の網

の目を背景に して初めて起 こる。生存者は 自分以外の他者 と新 しい結びつきをつくる こと

が重要である』 と述べている。保健師が母親 に行 っているかかわ りは、ハーマンが述べて

いる母親が他者 との人間関係を確立す るための第一歩 と考 えることができる。保健師は、

地域母子保健活動を通 じて、孤立無援 の状態 にあ り、深刻な心理的問題 を抱え、子 どもを

気遣 うことができない母親 を [何か "し ん どさ" を抱 えている] と気にな り、かかわ りが

必要な対象 として見出 し、彼 らとの新 しい結びつきをつ くる ことができる立場 にいる。か

かわ りのなかで、"し んどさ" を抱えた母親 とつなが りの気持ちを示す ことを基盤 にして、
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母親が生活 しやす くな るよ うな 《"しん どさ" を軽減する》支援 をおこなっている。《"し

ん どさ" を軽減す る》支援 とは、狭義の設定 された空間で行われる心理治療 とは異な り、

地域で母親の生活空間のなかで行われる支援であり、家庭訪問で母親 ・家族の生活状況を

把握 し、地域の社会資源 を有機的 に活 用できる保健師だか らこそできることである。 この

支援 が うまくい くことで、母親 を本来 の治療 に結びつける ことができる。母親によっては、

専門治療機関に結びつ くところまで至 らない場合も多い。その場合 も、つかず離れずの位

置 を保 ちなが ら母親へ関心を示 し続 け、その時期が来 るのを待つ。また、《"し ん どさ" を

軽減す る》支援 とは、ただ関係機関や専門的治療機関に母親 を結びつけることではな く、

地域 という母親の生活空間のなかで、母親が生活 しやす くなるよ うな支援を、母親の生活

上の変化 に着 目しなが ら行 うことで あ り、それを行 ってい く力が、保健師の専門的実践能

力で ある と考える。 このような支援 を虐待防止活動か ら捉 えると、虐待の "予防" として

位置づけることがで き、"発 見" とともに保健師に期待 されているもう一つの役割であると

いえる。

支援 の有効性 は、 これまで、児童相談所や関連機関に結びつけ、何 らかの成果がみ られ

た ことを取 り上げていたため、この保健師の治療 に結びつけた り、改善にむけて保健師だ

けで支援を継続 した りす ることの大変 さや重要性はあま り評価 されて こなかった。本研究

の結果 に示 した 《"しん どさ" を軽減す る》という保健師の支援内容は、今まで、予防とい

う見 えにくい範疇で捉 えられていたため評価 され にくかった。 しか し、地域の全母親 を対

象 とし、身体的、精神的、社会的状況か ら支援が必要な母親 を見出し、かれ らの根本的な

解決 を目指 したかかわ りを行 ってい くという役割 を担 っている保健師の実践 を分析する こ

とによ り、 この見えにくい支援を明 らかにする ことができたと考える。 このかかわ りにお

ける支援 内容が明確 にされた ことによ り、虐待防止活動にお ける予防的支援の重要性が保

健師同士や関係機 関の専門職 に認識 され、保健師の実践活動 に適用 しやす くな り、支援の

効果 として も示 しやす くなると考 えられる。

2. 看護実践へ の示唆

地域母子保健活動 において育児支援の必要性が強調 されて いる。保健師は従来か ら、子

どもの発達や育児 についての専門的知識 をもち、母親に保健指導を行っている。 しかし、

母親 の持つ心理的 ・社会的問題が クローズアップされてくるなかで、虐待予防を視野 に入

れた育児支援が強調されている (松井, 2001a)。 本研究か ら導 き出された看護実践への示
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唆 を3つ の点か ら考察 していく。

まず一つは、虐待予防を視野 にいれた保健師が行 う育児支援 とは、母親 に"し んどさ"

を感 じさせている生活や育児の しづ らさへの対応であるということが明確 にされたという

点で ある。それは、 日々の細かな生活実態を具体的 に把握 し、母親の生活 に合わせ一つ一

つの内容 を具象化 して指導す ることである。それは これまで保健師が精神疾患 を持つ事例

や多問題 をもつ事例に行ってきた支援 にも示されている (公衆衛生看護研究会, 1993; 大

阪精神衛生勉強会, 1991)。 しか し、虐待問題への援助は、虐待 とい う一見非人間的に思わ

れる行為を して しま う親にどこまで気持 ちを寄せていくことができるか というジレンマ に

対処 しなが ら行っていかなければな らない。本研究 の結果か ら保健師は、ジレンマを感 じ

なが らも、母親を支援対象者 と位置づけ、生活場面での具体的指導 を通 して母親 を援助 し

ていることが示され た。今後保健師が、この支援 内容を虐待予防活動のなかで活用 して い

くため には、かかわ りに困難性 を感 じている母親 の"し ん どさ"を 理解 し、生活や育児の

しづ らさへの対応 を行 っていくことが必要である。 これ らの実践が定着す ることによ り、

保健師が母親支援 において重要な役割 を担 っていることを関係機関の専門職 に理解 しても

らうことに役立ち、有機的な連携 に繋がっていくと考え られる。

二つ 目は、現状の支援体制 のなかで、母親は 自分のすべてをぶつけて保健師に臨んで く

るという点である。母親の要求 に対 して どこまで現状の保健師の位置づけのなかで取 り組

んでい くことができるのか。本研究 においても、物品の供与や時間外の対応、母親 のため

の治療機関が貧弱であるという現状に対するさまざまな倫理的課題 を抱えなが ら、保健師

の苦闘 している姿が浮かび上がってきた。また、『人々の気遣 う能力がお とろえている』と

いわれて いる (ベナー ら, 1999, p407) なかで、母親の"し ん どさ"を 知覚 し、それぞれ

の母親 に対応する支援 には固有の意味があることを示 し、個別的なケアをお こなってい く

ための課題は大きい。 しか し、保健師が支援 を行 う母親は、さまざまな"し んどさ"を 抱

えている とい う特徴 をもつ ことが明確 にされた ことで、虐待問題 を倫理的側面か ら捉 え直

し、積極的に検討 していくことが課題である。

最後 に研究方法 に関する点である。今 まで虐待 問題に対応する保健師の実践は量的研 究

によ り取 り組 まれてきた。それ らの研究によ り保健師の支援 の実態、支援 の方法が明 らか

にされ、保健師の家庭訪問の必要性が改めて強調されつつある (子 どもの虐待予防地域保

健研究会, 2002)。 また、虐待が発生す る背景にあるさまざまな要因、生育歴や子 どもの要

因な どと関連がある ことが示 されてきた。 しか し、家庭訪問のなかで保健師は、母親 とど
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のよ うに相互作用を展 開しなが ら支援を行っているのか、虐待に関連す るさまざまな要因

の個別性 を多角的に捉 えなが ら行 っている保健師の活動 を、 どのよ うに表す ことができる

のか という難 しさを常 に感 じていた。虐待問題 を持つ母親への保健師の実践活動をグ ラウ

ンデ ッ ド・セオ リー ・アプローチで分析 して いくことにより、既存 の理論や概念枠組みに

とらわれず 、母親 との相互作用のなかに存在す る支援内容 を保健師の視点か ら捉え、浮か

び上が らせ ることができたと考える。地域看護 において、まだ既存の理論では説明 されて

いない保健師 の実践活動を現 していく方法 として、グラウンデ ッド ・セオ リー ・アプロー

チを用 いて研究 して いくことが重要であることが示唆 された。

3. 本研究 の限界

家庭 のなかで生 じる虐待に焦点 を当てて いるにもかかわ らず、保健師が中心的 にかかわ

りをもった母親 に焦点 をあて分析 を行 ったため、母親以外の家族である、父親、虐待 の当

事者で ある子 どもへの支援 について分析できて いない。今後、家族へ の支援 という概念で

捉え直 し分析 を進めてい く必要が ある。

また 、本研究はA府 という一行政機関で活動する保健師を対象に行 った面接調査か ら導

き出された支援内容である。地域保健法の制定以降、地域の保健師の活動は行政機関によ

り多様化 している。本研究か ら導 き出された結果 をすべての行政機 関での虐待予防の取 り

組みに反映す ることはで きない。今後異な った行政機関の保健師 に対 してカテゴリーを示

し妥当性 を確認 し、検討 していくことが求め られている。

また、本研究で抽出された "し ん どさ" は、母親が表現 した ものではな く保健師が知覚

した"し んどさ"で ある。そ のため、個 々の保健師によ り母親 の "し んどさ" の受けとめ

方が異なっていると考 え られ るが、本研究の 目的が保健師の支援内容 の抽出と構造化であ

ったため、保健師が知覚 した "し んどさ" の状況だけに焦点をあて、個 々の保健師 によっ

て異なる "し んどさ" の知覚 の程度 を含 めた分析 にまでいたっていない。抽 出された支援

内容を実践で適用可能 にしていくためには、保健師が知覚 した "し ん どさ" の特性に関 し

て検討 してい くことが必要であると考える。
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VI 結 論

本研究 は、地域母子保健活動において虐待防止活動 に取 り組んでいる保健 師を対象とし、

保健師の実践知 をカテゴ リー として導き出 し、保健師 による虐待問題 をもつ母親への支援

について明 らかにす ることを目的にグラウンデ ッド ・セオ リー ・アプ ローチを用 いてデー

タ収集、分析 を行 った。その結果、以下の ことが明 らかにされた。

1. 保健師 による虐待防止 に向けた支援 として、保健師が母親の身体的、心理的、社会的

状況 における "し ん どさ" が気 にな り、母親 に焦点 をあてて行 う 【"しんどさ" への支援 】

が中核カテゴ リー として導き出された。

2. 保健師の母親の 【"しん どさ" への支援 】は前提条件 として、保健師が母親 に出会 った

ときに 《"しん どさ" があることに気づ く》 ことか ら始 まり 《"しんどさ" に気持ちを寄せ

る》支援 を展開す る。《"し んどさ" に気持 ちを寄せる》支援には、〈かかわ りの糸 口を探

す〉、〈母親 にとって心地 よい関係 をつくる〉、 〈保健師を信用 してもらう〉が ある。

3.《"し ん どさ" に気持 ちを寄せる》支援 を行ってい くなかで、母親の持 つ "し んどさ"

の内容が徐 々にわかって くる 《"しんどさ" の本質 を見極める (問題 の本質 に対す るアセス

メ ン ト)》がある。それ らは、 〈孤立無援の状態にある〉、 〈深刻な心理的問題 がある〉、〈子

どもを気遣 えない〉で ある。

4."し んどさ" の本質を見極め、保健師は 《"しんどさ" を軽減す る》支援を行 う。《"し

ん どさ"を 軽減す る》には、 〈つなが りの気持ちを示す〉、 〈母親が生活 しやす くなるよ うに

す る〉、 〈母親の気持ち を揺 さぶる〉、〈母親の目を外 に向ける〉がある。

5.《"し ん どさ" に気持ちを寄せ る》か ら 《"しんどさ" を軽減する》支援への進展に、

保健師に対する 〈母親の受 け入れにくさある〉ことが、それぞれの支援内容の拡が りに 〈母

親の生活上の変化 に着 目す る〉が関連 している。

これ らの知見か ら、保健師による虐待問題 を持つ母親の 【"しんどさ" への支援】を中核

カテゴリーに位置づけることによ り、支援対象を虐待 された子 どもだけでな く、加害者で

ある母親 をも含めて考 えることができ、保健師は母親 の立場か ら支援を行 っている ことが

示 された。

また、保健師が対象 に している母親の多 くは、自ら支援を求めて くることはほ とんどな

い。保健師は、彼 らを地域母子保健活動のなかで、母親の "し んどさ" という脆 弱性に気
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づ くことで "発見" す る。そ して、母親 とつなが りの気持ちを示す ことを基盤 に した 日常

生活 における具体的な指導を通 して、母親 の心理 ・社会的問題の根本的な解決 を目指 した

支援 を行 い、虐待発生 を "予 防" する。虐待防止活動 のなかで特に重要 と位置づけ られ、

保健師に期待 されている虐待の "発 見"、"予 防" という支援を保健師は、《"し んどさ" が

あることに気 づく》、《"し ん どさ" に気持ちを寄せる》、《"し んどさ" の本質 を見極める

(問題の本質 に対す るアセスメン ト)》、《"し ん どさ" を軽減す る》というプロセスの中で

行 っている ことが明 らかにされ た。 これ らは、母親の立場 から、彼 らの個別性 を尊重 した

支援を行 って いる保健師 を対象 とし、かれ らの実践活動を分析する ことによ り導 き出す こ

とができた。虐待防止活動は、子 どもの保護か ら家族 (母親) を含めた支援を志 向してき

ているため、本研究か ら導き出された支援内容 を活用 して いくことがその発展 に寄与でき

ると考える。
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図1保 健師による母親の 【"しんどさ" への支援】の全体構造図
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表1 対象者の背景と 【"しんどさ" へ の支援】の状況

面接時の保健師の平均年齢: 46.2歳

面接時の保健師の平均経験年数: 21.6年
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表3【"し んどさ" へ の支援】のカテゴリーとサブカテゴリー

《"しんどさ" に気持ちを寄せる》支援
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《"しんどさ" を 軽減する》支援
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表4【"し ん どさ" の 支援 】を構 成す るカテ ゴ リー

中核 カテ ゴ リー:【"し ん どさ" へ の支 援】

《"し ん どさ" に 気 持 ちを寄せ る》支援

《"し ん どさ" が ある こと に気 づく》
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《"し ん ど さ" に 気 持ち を寄せ る》
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支援の進展に関 連する要因
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《"しんどさ" の本質を見極める (問題の本質に対するアセスメン ト)》
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《"し ん どさ" を 軽 減す る》 支援
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支援内容の拡大に関連する要因
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様

大阪府立看護大学

上野 昌江

「乳幼児虐待における保健婦の母親への支援 に関する研究」における

面接 について (ご依頼)

残暑 の候 ますます ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて この度、別添 の書類 に示 しま した研究を進め るにあた りまして、 下記の日程 で面

接をさせていただくことをご承諾くださいますようよろ しくお願い申し上げます。

記

日 時: 平成 年 月 日

時 ～時

場 所: 保健所
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研究テーマ: 乳幼児虐待にお ける保健婦の母親への支援 に関する研究

1. 目 的

大阪府 において今までに行われた保健所保健婦へ の被虐待児や養育者への援助 に関す る

調査 を通 して、保健婦は虐待を早期 に発見 し、家庭訪問による在宅援助 において重要な役

割をもつ ことが明 らかにされてきています。 しか し、発見、問題のアセスメン ト、子 ども

や養育者への支援 という具体的な実践活動 における保健婦の援助技術についてはまだ明確

にされて いない状況にあ ります。 また、母子保健事業の多 くが市町村で実施されてきてい

る現在、保健所保健婦の具体的な援助技術 を市町村保健婦 と共有化 していくことが早急に

求め られて います。

保健婦へ の面接調査を通 して、乳幼児虐待 にお ける家庭訪問 を中心 とした援助の中で、

保健婦は養 育者 とどのよ うに信頼関係 を構築 して きているのか、乳幼児虐待の見極め をど

のよ うにお こなっているのか、家庭訪問をどのように開始 し、継続 しているのか、養育者

の 自立 を どのように支援 しているのかな どについて語っていただき、保健婦の乳幼児虐待

での援助技術 を明確にしていきたいと思います。 この研究か ら得 られた援助技術を今後母

子保健活動 の中心的役割 をになう市町村保健婦 と共有す ることによ り、地域 におけるよ り

質の高い母子保健活動が展開できると考えます。

2. 方法及び面接内容

1) 方法

大阪府下の保健所保健婦約20名 に乳幼児虐待への援助 について語ってもらう

研究 は、質的研 究の方法論であるグランテッ ド ・セオ リーアプローチを用 いてすすめて

い く予定 で す 。

2) 面接 の内容

・ケースの概要

・母親へ の援助 内容-具 体的な進め方

・援助に対する母親 の反応 とそれに対する保健婦の解釈 ・理解

・関係機関 との連携-ど のように対応したか

・援助の中でうまくいった点 ・うまくいかなかった点

・虐待の援助 における保健婦の役割

資料1



3. 研究の倫理的配慮

本研究 の目的は、保健婦の乳幼児虐待への援助技術の抽出、構造化を目的 としているの

で、個々の事例のプライバ シー を厳守 し、面接に応 じていただいた保健婦の皆 さまに ご迷

惑 をおかけすることがないよう注意深 く配慮 して行います。

資料1
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面接について (ご依頼)

残暑の候 ます ます ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて この度、別添の書類に示 しま した研究を進めるにあた りまして、 貴保健所保健婦

様 に下記の日程で面接をさせていただ くことをご承諾 くださいますよう

よろしくお願い申し上げます。

記

日 時: 平成 年 月 日

時 ～時

場 所: 保健所
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